
漢
代
の
揺
役
制
度

　
　
　
　
　
　
　
は
し
が
ぎ
　

，
．
　
　
　
　
　
　
　
騨
兵
　
役

　
　
　
漢
代
の
役
制
は
初
め
は
秦
代
の
制
度
の
纒
承
で
あ
つ
た
。
而
し
前
　
　
　
漢
代
の
樒
役
は
男
子
二
十
三
歳
よ
り
五
十
五
歳
ま
で
の
間
に
人
民
　
　
一

　
　
漢
交
帝
の
時
に
、
晃
錯
の
進
言
に
よ
つ
て
、
大
き
く
攣
革
さ
れ
て
か
　
　
全
部
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
で
あ
つ
て
、
こ
の
径
役
負
課
封
象
と
な
る
　
4
7

　
　
轤
ﾍ
・
漢
代
響
の
製
が
確
立
し
た
・
あ
改
制
の
前
と
後
と
の
畢
を
指
し
て
正
（
正
丁
の
意
）
と
言
つ
た
。
正
丁
は
戸
籍
旨
己
”

　
　
相
異
を
旺
別
せ
す
に
・
漢
代
の
役
制
一
般
を
取
扱
う
と
、
全
く
分
り
　
　
の
姓
名
を
著
傳
し
で
そ
の
存
在
を
明
か
に
し
、
國
家
の
課
役
及
び
課

　
　
難
い
も
の
に
な
つ
て
し
ま
う
。
本
論
は
こ
の
窯
を
明
か
に
し
て
、
秦
　
　
税
の
封
象
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
今
此
虞
で
問
題
と
す
る
の
は
主
と

　
　
制
と
漢
制
と
の
全
貌
を
抽
出
す
る
こ
と
に
つ
と
め
た
。
　
　
　
　
　
　
　
し
て
課
役
の
面
で
あ
つ
て
、
漢
代
の
正
規
の
課
役
に
は
兵
役
と
力
役

　
　
　
叉
漢
代
に
な
つ
て
、
役
制
が
改
革
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
理
由
レ
　
と
の
爾
者
が
あ
つ
た
が
、
順
序
と
し
て
先
づ
兵
役
に
つ
い
て
述
べ
、

　
　
並
に
樒
役
冤
除
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
る
こ
と
　
　
吹
、
に
力
役
に
移
る
こ
と
x
す
る
。

　
　
と
し
た
。
但
、
此
問
題
に
關
し
て
は
資
料
が
極
め
て
少
い
た
め
に
、
　
　
　
漢
代
の
兵
役
は
徴
兵
制
度
で
あ
つ
て
、
國
内
の
警
備
に
當
る
者
を

　
　
制
度
の
内
容
に
つ
い
て
の
豊
か
な
知
見
が
得
ら
れ
な
い
の
は
残
念
で
　
　
正
卒
と
構
し
、
國
境
警
備
に
當
る
者
を
成
卒
又
は
屯
成
と
構
し
た
の

卵
、

?
驕
E
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
、
で
あ
る
。
正
卒
と
は
二
＋
三
歳
に
し
て
正
丁
と
な
つ
た
者
が
、
最
初



2
4
・
の
一
年
間
衛
士
と
し
て
首
都
長
安
に
番
上
し
、
衛
尉
指
揮
の
下
に
天
　
　
試
、
帥
ち
郡
に
お
け
る
文
武
長
官
の
大
査
閲
を
受
け
る
こ
と
玉
な
つ
・

4
　
　
子
の
宮
城
並
に
諸
官
聴
の
守
護
に
當
り
、
と
の
任
務
が
終
了
す
る
と
、
　
て
居
り
、
五
十
六
歳
に
な
つ
て
正
丁
の
任
務
を
絡
る
ま
で
は
常
に
武

　
　
更
に
次
の
一
年
間
、
各
自
所
属
の
地
方
に
お
い
て
、
縣
尉
指
揮
の
下
　
　
伎
を
怠
る
こ
と
な
か
ら
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
畢
寛
、
衛
士
等
と

　
　
に
地
方
の
警
備
に
當
る
者
の
謂
で
あ
る
。
但
、
地
方
警
備
の
場
合
は
　
　
な
つ
て
兵
士
と
し
て
の
資
格
と
義
務
と
を
持
た
さ
れ
た
者
は
、
正
丁

　
　
そ
の
地
方
の
事
情
に
よ
り
、
叉
本
人
の
素
質
の
如
何
に
よ
つ
て
、
弓
　
　
の
全
期
間
を
通
じ
て
兵
卒
と
し
て
國
家
の
警
備
に
當
る
任
務
を
負
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篠

　
　
技
を
專
門
に
習
得
す
る
材
官
。
或
は
騎
馬
を
專
門
と
す
る
騎
士
。
叉
　
　
さ
れ
る
諜
で
あ
る
。
故
に
と
れ
を
正
卒
と
稻
し
て
他
の
鳳
般
人
民
の

　
　
は
水
職
を
專
門
と
す
る
縷
船
（
主
と
し
て
南
部
地
方
）
等
の
各
兵
科
　
　
更
卒
の
役
と
匠
別
す
る
所
以
で
あ
る
。
そ
し
て
正
卒
は
五
十
六
歳
に

　
　
．
に
分
類
さ
れ
て
各
々
そ
の
部
署
に
つ
い
た
の
で
あ
る
が
、
之
を
要
す
　
　
な
つ
て
そ
の
任
務
が
終
了
す
れ
ば
、
亭
長
と
な
つ
て
郷
里
の
警
備
に

　
　
る
に
、
正
卒
は
中
央
地
方
の
警
備
に
當
る
こ
と
前
後
ニ
ケ
年
で
唄
磨
　
　
當
る
資
格
を
與
え
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
窯
で
も
他
の
一
般
庶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
そ
の
任
務
を
絡
了
す
る
繹
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
と
は
異
つ
た
名
碁
と
地
位
と
を
保
誰
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
諜
　
4
8

　
　
　
こ
の
正
卒
の
役
は
人
民
の
全
部
が
悉
く
こ
れ
に
當
る
も
の
で
は
な
で
あ
る
・
勿
論
こ
伽
亭
長
は
叢
に
ょ
つ
て
就
任
す
る
の
で
あ
る
が
・
，
一

　
　
く
、
一
鷹
、
兵
卒
と
し
て
の
体
格
上
の
條
件
が
あ
り
、
漢
律
に
述
べ
　
　
若
し
選
に
漏
れ
て
亭
長
と
な
ら
す
と
も
、
一
般
人
民
と
較
べ
て
一
段

　
　
　
　
　
　
の

　
　
ら
れ
た
様
に
、
身
長
六
尺
二
寸
に
満
た
ざ
る
者
は
罷
痙
と
構
し
て
兵
　
　
階
上
の
位
置
に
置
か
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

　
　
士
と
な
る
資
格
が
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
又
漢
官
儀
に
述
べ
ら
れ
た
，
　
の
正
卒
の
制
度
は
、
後
漢
に
至
つ
て
郡
國
の
警
備
の
任
務
の
み
が
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
材
官
の
場
合
な
ど
の
様
に
、
材
力
武
猛
者
帥
ち
武
士
に
適
當
な
素
質
　
　
か
れ
た
以
外
は
、
漢
代
を
通
じ
て
攣
る
こ
と
が
な
か
つ
た
。

　
　
を
具
備
す
る
者
に
限
ら
れ
て
い
た
。
從
つ
て
兵
士
に
は
當
然
人
員
に
　
　
　
以
上
は
正
卒
に
つ
い
て
の
概
略
を
如
淳
の
註
読
や
漢
官
儀
、
漢
奮

　
　
制
限
が
あ
つ
た
課
、
正
丁
の
何
割
か
の
者
が
こ
れ
に
當
つ
た
も
の
　
　
儀
、
漢
儀
註
に
基
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
諸
読
の
意
見
の

　
　
と
見
傲
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間
に
は
何
等
の
矛
盾
も
見
當
ら
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
以
つ
て
漢
代
正

　
　
’
叉
一
旦
衛
士
、
材
官
、
騎
士
等
と
な
つ
た
者
は
、
毎
年
八
月
に
都
　
　
卒
の
實
態
を
表
わ
す
も
の
と
見
倣
し
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。



　
　
　
攻
に
國
境
警
備
の
任
に
當
る
戌
卒
で
あ
る
が
、
そ
の
服
役
期
間
は
　
　
　
ん
と
欲
す
る
者
を
募
ら
ん
。
足
ら
ざ
れ
ば
。
廼
ち
民
の
往
か
ん
と

　
　
漢
初
に
お
い
て
は
一
年
間
で
あ
つ
鳥
。
然
る
に
廣
大
な
る
支
那
大
陸
　
　
　
欲
す
る
者
を
募
り
。
皆
高
爵
を
賜
い
。
其
家
を
復
し
。
多
夏
の
衣

　
　
の
各
地
方
か
ら
遙
々
國
境
地
帯
に
派
遣
さ
れ
て
、
夷
猷
來
襲
の
危
瞼
　
　
　
を
予
え
。
食
を
庫
し
。
能
く
自
ら
給
す
れ
ば
止
め
ん
。
…
…
陛
下

　
　
に
迫
ら
れ
、
北
邊
の
寒
風
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
そ
の
任
務
を
果
す
ご
　
　
　
之
時
を
以
つ
て
。
民
を
徒
し
て
邊
に
實
し
。
遠
方
を
し
て
屯
成
之

　
　
と
は
、
人
民
に
と
つ
て
非
常
に
大
き
な
苦
痛
で
あ
つ
た
の
み
な
ら
す
、
　
　
事
亡
か
ら
し
め
。
塞
下
之
民
を
し
て
父
子
相
保
せ
し
め
。
係
虜
之

　
　
國
境
警
備
に
不
慣
れ
な
一
般
人
民
を
以
つ
て
、
標
俘
練
達
の
飼
奴
騎
　
　
　
患
亡
か
ら
使
め
ぽ
め
利
は
後
世
に
施
き
。
名
は
聖
明
に
構
わ
ん
。

　
　
馬
兵
に
封
抗
せ
し
む
る
こ
と
は
、
國
防
上
の
見
地
か
ら
も
策
を
得
た
　
　
　
其
れ
秦
の
怨
を
民
に
行
う
と
。
相
去
る
こ
と
遠
し
突
。
L
　
　
　
、
　
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
文
帝
の
時
（
文
帝
十
三
年
。
B
・
C
・
一
六
七
）
　
　
「
上
其
言
に
從
い
。
民
を
募
り
て
塞
下
に
徒
す
。
」
と
。
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
晃
錯
の
上
言
に
擦
り
成
卒
服
務
の
規
定
を
改
め
て
、
國
境
の
守
備
に
　
　
　
文
帝
十
三
年
の
戊
卒
令
の
慶
止
は
、
こ
の
上
言
に
懸
え
て
な
さ
れ
　
　
一

　
　
は
募
兵
を
以
つ
て
當
ら
し
め
、
こ
れ
を
國
境
警
備
兵
と
し
て
專
門
的
　
　
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
く
し
て
こ
れ
以
後
は
　
4
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊

　
　
に
習
練
を
積
ま
せ
る
こ
と
に
主
力
を
注
い
だ
。
晃
錯
の
上
言
は
以
下
　
　
慮
募
の
民
を
國
境
地
方
に
徒
し
て
警
備
に
當
ら
せ
る
の
を
本
体
と
し

　
　
の
立
論
に
と
つ
て
重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
を
摘
録
す
る
必
、
　
　
た
様
で
あ
る
。

　
　
　
「
陛
下
幸
い
に
邊
境
を
憂
い
。
將
吏
を
遣
わ
し
卒
を
嚢
し
以
つ
て
塞
’
　
　
曹
魏
の
如
淳
は
戌
卒
令
慶
止
以
後
の
歌
態
を
述
べ
て
　
・
　
　
　
　
一

　
　
　
を
治
む
る
は
。
甚
だ
大
恵
也
。
然
る
に
遠
方
の
卒
を
し
て
塞
を
守
　
　
　
「
天
下
の
人
。
皆
戌
遊
に
直
る
こ
と
三
日
。
亦
名
づ
け
て
更
と
爲
す
。

　
　
　
ら
し
め
。
　
一
歳
に
し
て
更
せ
し
む
る
も
。
胡
人
の
能
を
知
ら
す
。
　
　
　
律
に
所
謂
蘇
戌
也
。
丞
相
の
子
と
錐
も
亦
戌
邊
之
調
に
在
り
。
人

　
　
　
常
居
者
を
選
び
て
。
家
室
に
田
作
し
。
具
さ
に
以
つ
て
之
れ
に
備
　
　
　
人
自
ら
三
日
の
戌
に
行
く
可
か
ら
す
。
又
行
く
者
は
當
に
自
ら
戌

　
　
　
え
。
便
を
以
つ
て
之
と
爲
す
に
如
か
す
。
…
…
…
廼
ち
皐
人
及
び
　
　
　
す
る
こ
と
三
日
に
し
て
。
往
き
て
便
ち
還
る
可
か
ら
す
。
因
り
て

　
　
　
菟
徒
復
作
を
募
り
て
之
れ
に
居
ら
し
め
ん
。
足
ら
ざ
れ
ば
。
丁
奴
　
　
　
更
り
佳
み
。
一
歳
に
噸
更
す
。
諸
の
行
か
ざ
る
者
は
。
鎮
三
百
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

痂
　
　
脾
を
以
つ
て
皐
を
贋
い
。
及
び
奴
碑
を
輸
し
て
以
つ
て
爵
を
葬
せ
　
　
　
出
し
て
官
に
入
る
。
官
以
つ
て
戊
者
に
給
す
。
是
れ
を
過
更
と
爲



鰯
　
　
す
也
∂
…
…
食
貨
志
に
曰
わ
く
。
…
…
一
歳
屯
戌
ひ
　
一
歳
力
役
。
　
　
饒
傳
に
、
彼
が
司
隷
校
尉
の
高
官
に
在
り
な
が
ら
、
自
分
の
子
弟
は

　
　
　
古
に
三
十
倍
な
り
と
。
此
れ
漢
初
。
秦
の
法
に
因
り
て
之
を
行
う
　
　
必
す
邊
戌
に
赴
か
し
め
た
こ
と
。
口
晃
錯
の
上
言
に
依
り
、
丈
帝
十

　
　
　
也
。
後
途
に
改
易
し
。
講
し
て
乃
ち
邊
に
戌
す
る
こ
と
一
歳
な
る
　
　
三
年
に
成
卒
令
は
一
旦
塵
止
さ
れ
た
が
、
や
が
て
復
置
さ
れ
た
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
耳
。
・
：
・
：
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
れ
る
事
實
が
数
多
く
存
す
る
こ
と
。
　
日
晃
錯
は
邊
戌
の
勤
務
は
一

　
　
　
漢
朝
も
最
初
は
秦
の
法
制
を
踏
襲
し
て
屯
成
の
役
を
一
年
間
と
し
　
　
年
間
で
さ
え
短
い
と
言
つ
て
い
る
こ
と
を
想
い
起
せ
ば
、
期
間
の
延

　
　
た
が
、
後
に
改
制
し
て
刑
罰
と
し
て
の
諸
成
に
の
み
唄
歳
屯
成
の
制
　
　
長
の
試
み
ら
れ
る
こ
と
は
あ
つ
て
も
短
縮
の
行
わ
れ
る
筈
は
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
度
を
用
い
る
こ
と
X
し
、
そ
の
他
の
一
般
人
民
に
封
し
て
は
、
屯
戌
　
　
と
。
の
諸
黙
を
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
d

　
　
の
實
役
は
三
日
間
と
し
、
こ
れ
も
決
し
て
強
制
的
な
も
の
で
は
な
く
、
　
　
さ
て
濱
口
氏
の
所
論
中
、
e
蓋
寛
饒
の
挿
話
は
氏
も
述
べ
て
い
ら

　
　
金
讐
納
め
て
實
役
を
冤
除
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
あ
れ
る
様
に
、
特
殊
な
事
例
と
し
て
暫
く
論
外
に
お
く
と
し
て
、
口
の
噛

　
　
出
鈍
免
役
の
制
度
、
印
ち
過
更
の
制
度
は
役
制
と
税
制
と
の
巧
妙
な
　
　
黙
に
つ
い
て
は
精
細
に
究
明
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
黙
が
明
　
5
0
㌧

　
　
配
遣
輻
換
で
影
つ
て
、
廣
大
な
地
域
の
統
治
を
貫
徹
す
る
漢
帝
國
の
　
　
か
に
な
れ
ば
、
⇔
は
自
ら
解
明
す
る
問
題
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
性
格
上
、
極
め
て
適
宜
の
虚
置
と
言
え
る
。
か
く
し
て
晃
錯
の
上
言
　
　
，
乃
ち
濱
口
氏
が
文
帝
十
三
年
に
戌
卒
令
は
　
旦
慶
止
さ
れ
た
け
れ

　
　
及
び
文
帝
の
戌
卒
令
慶
止
と
、
如
淳
の
所
謂
、
過
更
制
と
は
、
相
前
　
　
ど
も
、
や
が
て
又
復
置
さ
れ
た
事
實
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
も
の
は
、

　
　
後
し
て
改
制
以
後
の
國
境
警
備
兵
役
の
實
情
を
よ
く
傳
え
て
い
る
と
　
’
大
体
漢
代
を
通
じ
て
、
人
民
を
樒
役
と
し
て
一
年
間
國
境
守
備
に
使

　
　
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
其
後
の
中
國
の
諸
注
家
も
大
体
如
　
　
役
し
て
い
る
實
例
が
文
帝
以
後
に
お
い
て
も
立
派
に
存
在
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
淳
の
意
見
に
從
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
つ
て
、
攻
に
そ
の
二
・
三
の
例
を
示
す
ど
、

　
　
　
然
る
に
濱
口
重
國
氏
は
漢
代
を
通
じ
て
戌
邊
の
役
は
畦
年
間
で
、
　
　
　
漢
書
景
帝
紀
。
後
二
年
の
條
に
、

　
　
こ
れ
は
改
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
又
本
役
は
全
民
丁
に
等
・
し
く
課
せ
　
　
　
「
春
。
飼
奴
雁
門
に
入
る
・
太
守
漏
敬
。
與
に
職
い
死
す
。
恥
騨
枷

　
　
ら
れ
た
義
務
で
あ
つ
た
と
述
べ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
e
漢
書
蓋
寛
　
　
節
を
獲
し
て
屯
せ
し
む
・
」



　
　
　
と
述
べ
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
お
い
て
警
備
の
任
に
當
る
の
が
通
例
で
あ
つ
た
が
、
非
常
の
際
に

　
　
　
同
宣
帝
紀
。
神
爵
元
年
の
條
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
右
例
の
示
す
如
く
國
境
警
備
め
屯
戌
に
配
當
さ
れ
る
こ
と
も
あ
つ

　
　
　
「
西
莞
反
す
。
三
輔
。
中
都
官
の
徒
の
刑
を
弛
め
゜
及
び
慮
募
の
歓
　
　
た
。
從
つ
て
屯
成
の
兵
役
は
、
文
帝
十
三
年
の
戌
卒
令
慶
止
以
前
に
・

　
　
　
飛
射
士
。
羽
林
孤
児
。
胡
越
の
騎
。
三
河
。
頴
川
。
怖
郡
。
准
陽
。
　
お
い
て
は
廣
く
全
民
丁
の
必
須
の
義
務
で
あ
り
た
が
、
戌
卒
令
慶
止

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
汝
南
の
材
官
。
金
城
。
朧
西
。
天
水
。
安
定
。
北
地
。
上
郡
の
騎
　
し
以
後
に
お
い
て
は
主
と
し
て
募
兵
と
兵
籍
に
在
る
正
卒
と
の
任
務
と

　
　
　
ヤ
。
藷
を
蓉
て
。
金
城
に
詣
ら
し
む
。
」
　
’
　
な
り
・
國
響
優
は
專
ら
熟
練
芸
諌
蓼
以
て
こ
れ
に
充
當
、

　
　
　
と
述
べ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
も
の
と
見
て
差
支
え
な
い
。
然
ら
ば
兵
籍
に
在
ら
ざ
る
」
般
民

　
　
　
桓
寛
の
塩
鐵
論
雀
七
。
備
胡
第
三
＋
八
に
は
　
　
　
　
　
　
　
　
．
丁
は
原
則
と
し
て
國
境
警
備
に
當
る
こ
と
な
く
、
そ
の
代
償
と
し
て
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
リ

　
　
　
．
今
山
東
の
鳶
里
に
し
て
。
邊
郡
に
戎
す
る
者
。
絶
鍵
遠
。
、
・
進
轟
年
額
三
百
讐
出
し
た
の
で
あ
凱
、
國
纂
備
の
こ
と
は
全
【

　
　
　
身
は
胡
越
に
在
り
。
心
は
老
母
を
懐
う
。
」
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
て
官
費
で
賄
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
を
明
か
に
立
誰
　
5
1

　
　
　
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
－
　
　
　
　
す
る
も
の
魁
漢
書
食
貨
志
に
引
か
れ
奎
誇
所
謂
「
漢
氏
…
」

　
　
　
右
例
の
示
す
と
こ
ろ
に
擦
れ
ば
、
戌
卒
令
慶
止
以
後
に
お
い
て
、
　
　
常
に
更
賦
有
り
、
罷
灌
も
成
出
す
。
」
と
言
う
更
賦
の
制
度
の
存
在
で

　
　
募
兵
以
外
に
一
般
民
丁
も
亦
國
境
警
備
に
廻
さ
れ
た
こ
と
は
事
實
で
　
　
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
あ
る
。
然
し
よ
く
注
意
し
て
見
る
と
、
此
等
の
民
丁
は
何
れ
も
材
官
。
　
　
然
ら
ば
如
淳
の
所
謂
、
奮
來
の
屯
戌
一
年
を
改
め
て
三
日
間
と
し
、

　
　
　
　
む

　
　
騎
士
。
或
い
は
材
官
。
騎
士
の
名
は
付
か
す
と
も
、
當
時
の
概
念
に
　
　
而
も
實
際
に
は
各
地
方
か
ら
一
々
國
境
地
幣
ま
で
毎
年
三
日
間
の
勤

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
　
從
え
ば
所
謂
正
卒
に
該
當
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
，
　
務
に
駁
す
る
繹
に
は
行
か
な
い
か
ら
、
官
役
に
服
す
る
代
償
と
し
て

　
　
　
其
虚
で
攻
の
結
論
に
達
す
る
。
帥
ち
正
卒
と
し
て
二
年
間
服
役
す
　
　
民
丁
を
し
て
各
々
三
百
銭
を
政
府
に
納
入
せ
し
め
、
政
府
は
こ
の
財

　
　
る
こ
と
は
、
漢
代
を
通
じ
て
一
貫
し
た
制
度
で
あ
つ
た
の
で
あ
り
、
　
　
源
に
よ
つ
て
傭
兵
を
養
つ
て
專
ら
國
境
警
備
の
任
に
就
か
し
め
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

姻
　
こ
の
二
年
間
に
衛
士
と
し
て
首
都
に
勤
務
し
、
或
い
は
各
自
の
地
方
　
　
言
う
読
は
、
庚
と
え
そ
の
三
日
間
と
言
う
實
日
数
に
若
干
の
疑
問
を



2
8
@
容
れ
る
鯨
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
要
す
る
に
戌
卒
令
そ
の
も
の
の
慶
　
　
簡
を
見
る
と
、
騎
士
（
正
卒
）
1
1
こ
れ
は
徴
兵
制
で
訪
り
、
國
民
の
當

4
　
　
止
と
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
代
償
た
る
過
更
鍍
の
徴
集
は
、
　
然
の
義
務
で
あ
る
。
1
1
の
籍
貫
に
は

　
　
王
葬
の
指
摘
し
た
更
賦
の
制
度
と
結
び
付
く
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
　
　
　
昭
武
騎
士
、
市
陽
里
、
儲
壽
。
（
居
延
簡
、
五
六
〇
、
二
七
）

　
　
ら
の
事
實
は
相
前
後
し
て
如
淳
読
の
袋
當
性
を
立
誰
す
る
も
の
と
言
㌧
　
　
鰹
得
騎
士
、
安
定
里
、
楊
山
。
（
居
延
簡
、
五
六
〇
、
一
二
）

　
　
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
破
禿
騎
士
、
並
廷
里
、
輔
憲
十
四
。
（
居
延
簡
、
五
六
四
、
一
四
）

　
　
　
又
一
方
漢
王
朝
が
あ
の
廣
大
な
る
中
國
全
土
を
完
全
に
支
配
し
得
　
　
　
・
琢
池
騎
士
、
大
昌
里
、
孫
地
。
（
居
延
簡
、
五
六
〇
、
二
六
）

　
　
た
所
以
の
も
の
は
職
國
以
來
獲
達
し
來
れ
る
貨
幣
経
濟
の
支
配
に
負
　
　
　
と
あ
る
に
封
し
、

　
　
う
と
こ
ろ
大
で
あ
り
、
そ
の
支
配
の
最
高
頂
に
達
し
た
と
見
ら
れ
る
　
　
　
成
卒
（
及
び
田
卒
1
1
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
譲
る
）
の
籍
貫
に

　
　
の
が
前
漢
武
帝
時
代
で
あ
り
、
そ
の
前
夜
と
も
昌
　
口
う
べ
き
丈
帝
時
代
　
　
は
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
に
國
境
守
備
の
重
大
任
務
を
、
．
從
來
の
一
般
人
民
の
径
役
と
し
て
の
　
　
　
戌
卒
、
准
陽
郡
、
苦
中
都
里
、
公
士
謡
薩
寛
、
マ
年
二
十
七
。
　
　
　
5
2

　
　
屯
戌
の
み
に
頼
ら
す
、
そ
の
大
部
分
を
傭
兵
制
に
切
り
換
え
て
、
熟
（
居
延
簡
六
五
・
じ
　
　
　
ー
　
　
・
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
練
し
た
專
門
兵
を
以
て
こ
れ
に
任
じ
、
漢
王
朝
の
實
力
の
根
源
と
も
　
・
　
成
卒
、
梁
國
己
氏
、
顯
陽
里
、
公
乗
、
衛
路
人
、
年
三
十
。

　
　
言
う
べ
き
貨
幣
経
濟
の
裏
付
け
に
よ
つ
て
運
螢
し
て
行
つ
た
こ
と
は
　
　
（
居
延
簡
、
五
〇
、
一
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
　
正
に
至
當
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
，
　
　
　
戌
卒
、
張
抜
郡
居
延
、
昌
里
、
大
夫
趙
宣
、
年
三
＋
。

　
　
　
漢
書
晃
錯
傳
に
述
ぶ
る
と
こ
ろ
に
擦
れ
ば
、
こ
れ
ら
鷹
募
兵
は
一
　
　
（
居
延
簡
、
三
七
、
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
　
般
人
民
の
嫌
う
國
境
警
備
の
任
に
當
る
代
り
に
、
家
族
全
員
の
徳
役
　
　
　
戌
卒
、
張
抜
郡
、
居
延
、
當
韮
里
、
大
夫
、
段
則
、
年
三
十
五
。

　
　
琵
除
の
特
典
に
浴
し
、
且
つ
高
い
爵
位
を
授
與
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
　
　
（
居
延
簡
、
＝
三
二
、
九
）

　
　
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
麟
に
一
般
人
民
と
ば
異
る
待
遇
を
受
け
た
　
　
と
あ
つ
て
、
爵
位
を
載
せ
て
居
り
、
そ
の
爵
が
大
夫
、
公
乗
な
ど
、

　
　
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
警
幹
氏
の
論
文
、
に
墨
げ
ら
れ
た
漢
　
　
相
當
高
爵
で
あ
る
事
實
は
、
成
卒
が
鷹
募
制
で
あ
り
、
晃
錯
の
意
見



　
　
に
、
廼
ち
民
の
往
か
ん
と
欲
す
る
者
を
募
り
、
皆
高
欝
を
賜
い
．
…
－
」
　
　
の
戌
卒
た
る
屯
戌
と
同
一
と
言
え
る
か
何
う
か
は
疑
問
だ
と
氏
は
饒

　
　
、
と
あ
る
の
を
、
政
府
が
實
行
し
た
誼
左
で
あ
る
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
て
い
る
が
）
正
卒
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
が
こ
れ
に
は
賛
威
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

　
　
　
又
戌
卒
の
み
な
ら
す
、
正
卒
を
し
て
屯
戌
に
當
ら
し
め
た
こ
と
は
、
　
來
な
い
。
と
言
う
の
は
勢
韓
氏
め
掲
げ
た
資
粍
の
内
容
が
何
れ
も
正

　
　
と
り
も
直
さ
す
國
境
警
備
の
強
化
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
漢
王
朝
　
　
卒
の
役
で
あ
つ
て
戌
卒
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
勢
輪
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
が
旬
奴
大
遽
征
を
行
つ
た
前
夜
に
お
け
る
樹
外
軍
事
力
の
強
化
を
物
　
　
自
身
の
解
繹
に
も
疑
義
が
あ
鳳
。
　
　
　
　
　
・
　
‘

　
　
語
る
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
邊
境
の
警
備
が
一
般
民
の
唯
の
　
　
　
叉
勢
幹
氏
が
漢
簡
研
究
か
ら
得
た
結
論
で
は
、
騎
士
（
正
卒
）
は
そ

　
　
樒
役
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
熟
練
し
た
專
門
兵
士
た
る
正
　
　
の
籍
貫
が
全
て
邊
郡
の
人
で
あ
る
に
封
し
、
戌
卒
は
少
数
の
邊
郡
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
卒
の
騎
士
と
募
鷹
の
職
業
軍
人
た
る
戌
卒
と
に
よ
つ
て
行
わ
れ
、
こ
　
　
の
例
を
除
い
て
は
、
全
て
内
郡
出
身
者
で
あ
鳳
。

　
　
、
れ
が
國
家
の
経
費
に
よ
つ
て
賄
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
一
見
奇
異
の
感
を
受
け
る
が
、
然
し
よ
く
考
え
る
と
、
國
・

　
　
　
、
漢
書
王
葬
傳
に
「
邊
兵
二
十
萬
人
。
衣
食
を
仰
ぐ
…
・
㌧
・
」
　
　
　
　
　
境
警
備
兵
た
る
戊
卒
が
、
内
郡
出
身
者
で
あ
つ
た
と
言
う
こ
と
は
、
　
5
3

　
　
と
あ
る
も
の
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
が
、
餐
氏
に
よ
れ
ば
、
漢
簡
却
つ
て
募
兵
制
で
あ
つ
た
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
蓄
り
、
蔑
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
〆

　
　
で
は
王
蕎
以
前
か
ら
成
卒
の
衣
食
が
官
給
で
あ
つ
た
こ
と
が
誰
明
さ
　
　
卒
が
大
部
分
關
東
の
人
で
あ
つ
た
と
言
う
こ
と
縞
、
そ
の
直
接
の
理

　
　
　
　
　
　
あ

　
　
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
に
つ
い
て
は
、
正
史
に
何
の
記
事
も
見
當
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
大
．

　
　
　
こ
れ
亦
、
晃
錯
の
「
冬
夏
の
衣
を
予
え
、
食
を
康
し
…
…
」
　
　
　
　
体
、
次
の
様
な
事
情
、
印
ち
、
職
國
以
來
、
漢
祖
に
至
る
間
、
關
東
　
’

　
　
と
言
う
意
見
の
行
わ
れ
た
詮
擦
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
方
に
は
人
口
が
駆
倒
的
に
多
か
つ
た
こ
と
、
而
も
そ
れ
等
の
人
口

　
　
　
本
項
の
最
後
に
當
つ
て
、
兵
役
問
題
一
般
に
つ
い
て
、
螢
斡
氏
の
二
　
が
商
業
の
隆
盛
、
都
市
め
繁
榮
に
深
く
關
連
し
て
い
た
こ
と
は
、
先

　
　
述
べ
ら
れ
た
諸
読
の
中
、
本
項
に
關
蓮
す
る
二
三
の
事
柄
に
つ
い
て
、
　
に
宇
都
宮
清
吉
氏
の
西
漢
時
代
の
都
市
に
關
す
る
研
究
に
指
摘
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
余
の
考
え
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
　
　
　
　
　
’
　
　
°
　
た
と
こ
ろ
で
“
こ
れ
が
武
帝
の
抑
商
政
策
の
結
果
、
商
業
が
不
振
に
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

4
2@
　
勢
較
氏
は
衛
士
は
成
卒
で
あ
つ
て
、
（
戌
卒
と
言
つ
て
も
、
邊
郡
　
　
陥
り
↓
こ
の
地
方
に
護
生
し
た
大
量
の
失
業
者
が
成
卒
に
慮
募
し
た



3
0
@
の
で
は
な
い
か
と
言
う
推
測
も
一
．
鷹
成
立
す
る
℃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
頼
す
べ
ぎ
意
見
と
し
て
受
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
但
、
如
淳
が
戌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ

　
　
　
こ
れ
に
封
し
、
正
卒
の
騎
士
が
邊
郡
出
身
者
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
　
　
卒
令
塵
止
後
に
お
い
て
、
」
年
の
屯
戊
が
刑
罰
と
し
て
の
諸
成
以
外

　
　
そ
の
土
地
の
人
を
徴
兵
制
に
よ
つ
て
出
動
せ
し
め
た
こ
と
を
物
語
つ
　
－
に
は
、
全
然
塵
止
さ
れ
た
と
し
て
い
る
の
は
、
正
卒
が
國
境
警
備
の

　
　
て
い
る
。
印
ち
徴
兵
制
に
よ
つ
て
、
そ
の
地
方
の
者
が
出
動
し
、
そ
　
　
任
に
當
つ
た
こ
と
や
、
志
願
兵
の
存
在
し
た
こ
と
を
輕
覗
す
る
も
の

　
　
の
郡
の
太
守
及
び
都
尉
の
管
轄
下
に
入
る
の
が
、
漢
代
正
卒
の
通
則
，
で
あ
り
、
此
黙
一
柳
か
不
備
の
畿
を
冤
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
で
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
－
　
　
二
　
力
　
　
　
役

　
　
　
役
が
夫
々
の
地
方
に
お
い
て
、
そ
の
地
方
の
特
殊
性
に
鷹
じ
て
課
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
’
　
　
　
　
　
　
．

　
　
せ
ら
れ
た
こ
と
は
漢
代
を
通
じ
て
の
現
象
で
、
西
北
邊
境
地
帯
は
特
　
　
　
力
役
に
つ
い
て
は
．
一
般
民
丁
に
均
し
く
課
せ
ら
れ
る
更
卒
の
役
な

　
　
に
簑
の
騎
馬
兵
に
備
え
る
た
め
に
堕
が
、
南
方
の
水
地
で
集
る
も
の
が
あ
つ
た
。
こ
れ
竺
定
の
懇
更
代
で
服
役
す
る
ξ
．
う
、
一

　
　
職
の
必
要
か
ら
船
櫻
が
、
そ
の
他
の
山
地
で
は
材
官
が
徴
嚢
さ
れ
た
　
　
意
味
で
更
卒
と
言
つ
た
の
で
あ
る
。
而
し
こ
の
制
度
も
秦
代
と
漢
初
’
5
4

　
　
ｱ
と
は
漢
官
捲
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
・
後
漢
に
な
る
と
爵
器
い
て
籔
智
に
五
ヶ
月
間
服
役
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
駕
、
↑

　
　
外
的
に
軍
事
活
動
の
特
に
激
し
゜
か
つ
た
西
北
邊
境
地
幣
が
兵
役
の
微
　
　
前
漢
武
席
の
頃
に
な
る
と
、
一
人
毎
年
一
回
、
一
ヶ
月
服
役
の
制
度

　
　
獲
も
多
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
に
改
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
ゆ
又
右
の
更
卒
の
外
に
一
年
間
の
力
役
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
西
北
地
帯
は
役
多
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
，
、
　
　
、
　
・
　
　
　
　
あ
つ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
少
々
問
題
が
あ
る

　
　
　
と
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
で
、
以
下
暫
く
こ
れ
が
解
明
を
試
み
つ
」
秦
漢
力
役
制
度
全
般
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
關
西
諸
郡
頗
る
兵
事
に
習
㌔
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
て
の
余
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
」
し
よ
う
。

　
　
と
か
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
原
則
が
漢
末
ま
で
行
わ
れ
た
こ
と
　
　
　
更
卒
の
外
に
一
年
の
役
が
課
せ
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
に
つ
い
て
の

　
　
を
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
典
族
は
、

　
　
　
以
上
要
す
る
に
、
如
淳
読
が
、
當
時
の
實
情
を
背
景
と
す
る
相
當
　
　
　
漢
書
食
貨
志
所
牧
、
董
仲
侍
の
上
言
忙
所
謂
「
唄
歳
屯
戌
。
　
隔
歳



　
　
力
役
。
」
と
あ
る
の
が
唯
一
の
も
め
で
あ
つ
て
、
こ
れ
以
外
に
滋
何
　
　
る
。
秦
代
の
揺
役
服
務
期
間
を
漢
代
の
そ
れ
に
準
撮
し
て
二
十
三
歳

　
　
一
つ
此
事
に
關
し
て
の
記
載
が
な
い
の
で
、
濱
口
重
國
氏
は
一
年
間
　
　
か
ら
五
十
五
歳
ま
で
の
三
＋
三
年
間
、
と
す
れ
ば
、
一
年
間
に
九
〇

　
　
の
力
役
の
如
き
は
存
在
し
な
か
つ
た
と
言
う
見
解
を
持
し
て
い
ら
れ
　
　
日
の
役
は
三
十
三
年
を
通
じ
て
廓
九
七
〇
日
の
役
と
な
り
、
そ
の
中

　
　
　
の

　
　
る
魁
、
而
し
董
仲
醤
の
上
言
の
内
容
を
槍
討
す
る
と
、
樹
お
二
三
の
　
　
か
ら
正
卒
の
二
年
間
（
七
三
〇
日
）
を
差
引
い
た
残
り
の
二
二
四
〇

　
　
疑
問
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
日
を
三
十
一
年
間
に
配
當
す
る
と
、
五
ヶ
月
（
一
五
〇
日
）
の
更
卒

　
　
　
先
づ
董
仲
醤
上
言
に
述
べ
ら
れ
た
實
日
敷
の
上
が
ら
考
え
る
と
、
　
　
の
役
が
約
十
五
回
。
鄙
ち
二
年
に
一
回
の
割
で
廻
つ
て
來
る
こ
と
に

　
　
上
言
に
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
な
る
。
こ
れ
で
は
農
民
と
し
て
肝
心
の
農
業
生
産
に
從
事
す
る
期
間

　
　
「
古
者
…
…
民
を
使
う
こ
と
三
日
に
過
ぎ
す
。
…
…
秦
に
至
り
て
は
　
　
が
著
し
く
傷
が
れ
る
こ
と
Σ
な
り
、
秦
の
農
本
的
國
家
財
政
の
立
場

　
　
　
則
ち
然
ら
す
。
商
鞍
之
法
を
用
い
。
帝
王
之
制
を
改
め
。
…
…
叉
　
　
か
ら
見
て
も
容
易
に
承
服
し
難
い
も
の
と
な
る
。
故
に
今
假
り
に
秦
　
　
一

　
　
　
月
を
加
え
て
更
卒
と
爲
し
・
巳
覆
た
正
と
爲
り
・
蔑
蔑
・
　
の
力
役
を
古
9
一
＋
倍
と
し
て
計
算
す
る
と
、
正
卒
の
二
年
間
を
除
弱

　
　 @
馨
役
・
古
に
三
志
な
り
・
」
　
　
　
　
い
た
他
の
一
二
土
年
間
に
お
い
て
、
五
ヶ
月
の
更
卒
が
八
鉱
二
臥
。
均

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
と
言
い
　
　
　
　
　
　
　
　
β
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
　
　
邸
ち
大
体
四
年
に
一
回
の
割
で
廻
り
て
來
る
こ
と
エ
な
つ
て
、
こ
れ

　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
こ
の
丈
面
に
つ
い
て
は
色
々
訓
み
方
が
あ
つ
て
議
論
が
あ
る
魁
、
　
　
な
れ
ば
當
時
の
實
情
と
し
て
あ
り
得
べ
き
こ
と
」
思
え
る
か
ら
、
董

　
　
今
そ
の
一
々
を
學
げ
る
こ
と
は
煩
わ
し
い
か
ら
こ
れ
を
避
け
る
と
し
　
　
仲
醤
上
言
の
コ
ニ
十
倍
於
古
」
は
或
な
コ
一
十
倍
於
古
し
の
誤
か
も

　
　
て
、
要
は
實
日
激
の
上
か
ら
見
て
、
昔
は
人
民
を
實
役
に
使
う
こ
と
　
　
知
れ
ぬ
。
而
し
古
の
＝
．
一
十
倍
、
或
は
二
十
倍
の
何
れ
を
取
る
に
し
て

　
　
が
一
年
間
に
僅
か
三
日
間
で
あ
つ
た
の
に
、
秦
代
に
お
い
て
は
そ
の
　
　
も
、
正
卒
の
服
役
期
間
ニ
ケ
年
を
差
引
い
た
上
で
右
の
様
な
推
定
が

　
　
三
＋
倍
に
な
つ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
乃
ち
服
役
の
實
日
数
に
つ
い
　
　
下
せ
る
の
で
あ
つ
て
、
も
し
正
卒
の
二
ヶ
年
、
或
い
は
正
卒
で
な
く

　
　
て
計
算
す
る
と
、
秦
代
0
径
役
は
三
日
の
三
十
倍
で
九
十
旧
と
な
り
、
　
と
も
こ
れ
に
匹
敵
す
る
何
等
か
の
名
目
で
の
ニ
ケ
年
の
服
役
期
間
を

凱
　
」
年
間
に
約
三
ケ
月
の
服
役
義
務
が
課
せ
ら
れ
た
と
言
う
こ
と
に
な
　
　
引
邊
去
ら
な
け
れ
ば
、
秦
代
の
径
役
は
合
黙
の
行
か
ぬ
程
過
重
煮
も
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の
と
な
り
、
問
題
は
一
暦
難
解
ど
な
つ
て
來
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ケ
年
で
あ
り
、
誰
彼
な
し
に
如
何
な
る
形
に
せ
よ
一
度
は
二
ヶ
年
間

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
　
次
に
正
卒
と
の
關
係
か
ら
考
え
る
と
、
正
卒
と
は
兵
役
を
指
す
も
　
　
の
官
役
に
服
す
る
こ
と
が
全
國
民
の
義
務
で
あ
り
、
そ
の
後
は
敏
年

　
　
の
で
あ
つ
て
、
漢
官
儀
及
び
漢
儀
註
に
所
謂
、
唱
歳
、
衛
士
と
爲
し
。
　
に
「
回
の
割
で
五
ケ
月
の
更
卒
の
役
に
服
し
た
の
で
あ
り
、
此
等
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
絢

　
　
一
歳
、
材
官
、
騎
士
、
縷
船
と
爲
す
と
言
う
も
の
に
該
當
し
、
前
後
　
　
　
一
切
通
算
し
て
秦
代
樒
役
の
服
務
日
敷
が
古
昔
の
役
の
三
十
倍
（
二

　
　
ニ
ケ
年
間
、
兵
卒
と
し
て
勤
務
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
今
秦
代
の
樒
　
　
十
倍
の
誤
な
ら
ん
）
に
な
る
と
言
う
の
が
董
仲
醤
の
上
言
の
内
容
で

　
　
役
の
實
日
歎
が
昔
の
二
十
倍
又
は
三
十
倍
と
言
わ
れ
て
居
り
、
そ
の
　
　
あ
る
。
そ
し
て
秦
の
國
家
的
大
土
木
事
業
た
る
阿
房
宮
の
造
螢
や
萬

　
　
中
に
ニ
ケ
年
の
正
卒
を
當
然
含
む
も
の
と
考
え
て
前
述
し
た
様
な
結
　
　
里
の
長
城
の
築
造
等
は
、
如
上
の
樒
役
制
度
中
で
も
特
に
一
年
間
の

　
　
論
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
・
若
レ
正
卒
の
役
に
服
し
な
い
者
、
即
ち
・
　
力
役
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
つ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
こ
れ

　
　
兵
士
と
し
て
の
素
質
を
具
備
し
な
い
一
般
民
丁
の
倍
役
の
場
合
は
、
　
　
が
五
ヶ
月
の
更
卒
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
略
、
　
、
一

　
　
正
卒
ニ
ケ
年
の
役
に
相
當
す
る
期
間
が
如
何
な
つ
て
い
た
か
と
言
う
　
　
董
仲
野
の
上
言
に
「
一
歳
屯
成
。
一
歳
力
役
。
」
の
制
度
の
あ
つ
た
こ
　
5
6

　
　
に
・
私
は
こ
れ
が
董
響
の
所
謂
こ
歳
蔑
・
義
力
役
・
」
に
當
と
が
明
言
さ
れ
て
あ
り
、
嘉
が
恰
も
正
卒
の
二
年
間
と
灘
的
な
一

　
　
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
乃
ち
兵
士
と
し
て
の
素
質
あ
る
所
謂
　
　
も
の
で
あ
り
、
又
實
日
敷
の
計
算
の
上
か
ら
も
「
一
歳
力
役
」
の
制

　
　
材
力
優
秀
な
る
者
は
、
正
卒
と
し
て
二
ヶ
年
聞
中
央
、
地
方
の
軍
務
　
　
度
の
存
在
は
當
然
推
測
さ
れ
得
る
。
畢
寛
、
董
仲
醤
は
秦
代
の
樒
役

　
　
に
服
從
し
、
兵
士
と
し
て
の
素
質
を
具
備
せ
ざ
る
一
般
民
丁
に
あ
つ
　
　
制
度
に
つ
い
て
、
正
卒
の
役
も
、
更
卒
の
役
も
、
ひ
つ
く
る
め
て
総

　
　
て
は
、
國
境
警
備
の
た
め
に
戌
卒
と
し
て
服
務
す
る
こ
と
一
ケ
年
。
　
・
括
的
に
述
べ
た
も
の
と
解
繹
さ
れ
る
。

　
　
更
に
中
央
或
は
地
方
の
雑
役
に
服
務
す
る
こ
と
一
ケ
年
。
合
計
ニ
ケ
　
　
　
後
漢
書
百
官
志
に
引
か
れ
た
筍
緯
の
注
に

　
　
年
間
服
務
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
秦
は
古
制
に
依
る
。
…
…
其
の
人
を
帥
い
る
皆
更
卒
也
…
…
左
庶

　
　
　
以
上
要
す
る
に
秦
代
の
径
役
は
、
兵
士
は
正
卒
ニ
ケ
年
。
　
］
般
人
　
　
　
長
よ
り
大
庶
長
に
至
る
、
皆
卿
大
夫
、
皆
軍
將
也
。
將
い
る
所
皆

　
　
民
は
正
卒
相
當
期
聞
を
戌
卒
及
び
力
役
に
服
務
す
る
こ
と
合
し
て
二
　
　
　
庶
入
更
卒
也
。
故
に
庶
更
を
以
て
名
と
爲
す
。



　
　
と
言
う
も
の
は
秦
代
径
役
制
度
の
實
情
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
　
　
　
一
般
人
民
の
樒
役
負
捲
を
僅
か
一
ケ
月
に
輕
減
し
、
そ
れ
以
外
の
時

　
　
　
秦
代
の
径
役
制
度
は
そ
の
ま
玉
漢
初
に
も
踏
襲
さ
れ
た
）
の
で
あ
る
　
　
期
に
お
い
て
は
人
民
を
墨
げ
て
農
業
生
産
に
淡
頭
せ
し
め
て
國
家
財

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
が
、
最
初
は
藪
年
に
五
ヶ
月
間
で
あ
つ
た
更
卒
の
服
役
が
そ
の
後
毎
　
　
政
の
基
盤
た
ら
し
め
、
そ
の
代
り
こ
れ
ま
で
一
般
民
丁
の
義
務
た
り

　
　
年
一
ヶ
月
間
に
改
制
さ
れ
た
の
で
あ
b
亀
．
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
濱
　
　
し
嘱
年
の
屯
成
と
一
年
の
力
役
と
は
、
租
税
の
加
徴
に
よ
つ
て
埋
合

　
　
口
重
國
氏
も
指
摘
さ
れ
た
様
に
、
史
記
郭
解
傳
の
記
事
か
ら
見
て
武
　
　
わ
す
こ
と
エ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
樒
役
菟
除
税
と
も
言
う
べ
き
薪

　
　
帝
の
茂
陵
螢
造
の
際
（
B
．
C
．
一
三
九
）
に
は
既
に
新
制
度
に
な
つ
　
　
税
に
當
る
も
の
が
更
賦
の
税
制
で
あ
つ
て
、
國
家
は
こ
れ
に
よ
つ
て

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
て
居
り
、
そ
れ
以
後
漢
代
を
通
じ
て
永
く
本
制
度
が
行
わ
れ
た
の
で
　
　
常
備
軍
の
養
成
に
つ
と
め
、
申
央
の
土
木
事
業
α
如
き
も
主
と
し
て

　
　
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
更
卒
五
ヶ
月
制
か
ら
一
ヶ
月
制
へ
の
改
制
は
恐
　
　
傭
人
に
よ
つ
て
事
を
塵
理
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
故
に
兵
役
の
項

　
　
ら
く
戌
卒
令
の
塵
止
と
相
表
裏
す
る
も
の
で
あ
り
、
又
同
時
に
力
役
に
お
い
て
述
べ
た
文
帝
＋
三
年
侵
卒
令
の
塵
止
は
、
．
漢
袋
役
制
一

　
　
一
年
制
の
慶
止
を
も
絆
う
も
の
で
あ
つ
た
ろ
う
。
乃
ち
兵
役
と
し
て
　
　
度
全
般
に
わ
た
つ
て
の
大
攣
革
を
俘
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
　
　
田

　
　
の
正
卒
ニ
ケ
年
は
秦
漢
を
通
じ
て
一
貫
し
た
制
度
で
あ
る
が
、
こ
れ
　
　
　
か
く
し
て
以
下
秦
漢
力
役
制
度
の
滑
革
並
び
に
兵
役
力
役
の
相
互
　
　
｝

　
　
に
匹
敵
す
る
一
般
民
丁
の
ニ
ケ
年
の
循
役
の
中
、
一
ケ
年
の
屯
戌
の
　
　
關
係
を
要
約
す
れ
ば
、
9
秦
代
と
漢
初
で
は
、
律
読
の
如
く
歎
年
に

　
　
役
は
國
境
警
備
の
重
要
性
か
ら
兵
役
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
て
攻
第
に
　
　
五
ヶ
月
の
更
卒
の
役
が
課
せ
ら
れ
た
が
、
後
に
改
制
さ
れ
て
毎
年
一

　
　
專
門
化
し
、
又
一
方
、
一
ケ
年
の
力
役
と
五
ヶ
月
の
更
卒
と
は
全
部
　
　
ヶ
月
と
な
り
、
以
後
永
く
漢
代
の
通
制
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
口
正

　
　
こ
れ
を
塵
し
て
一
様
に
毎
年
「
ヶ
月
の
更
卒
の
み
と
し
て
了
つ
た
。
　
　
卒
の
役
は
、
董
仲
侍
上
言
に
「
月
を
加
え
て
更
卒
と
爲
し
。
已
に
復

　
　
從
つ
て
改
制
後
に
お
い
て
は
、
　
一
般
人
民
と
し
て
果
す
べ
き
實
役
は
　
　
た
正
と
爲
る
。
」
と
言
つ
て
あ
る
所
か
ら
見
れ
ば
、
秦
代
と
漢
初
に

　
　
一
年
に
一
ヶ
月
の
力
役
の
み
と
な
つ
た
繹
で
あ
り
、
著
し
く
そ
の
負
　
　
あ
つ
て
は
、
・
兵
籍
に
入
つ
て
正
卒
と
な
つ
た
者
も
亦
重
ね
て
更
卒
の

　
　
捲
を
輕
減
さ
れ
た
も
の
と
見
徹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
役
を
課
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
而
し
正
卒
は
毎
年
一
回
大
査

柵
　
　
然
ら
ば
漢
王
朝
が
何
故
に
か
ム
る
改
制
を
行
つ
た
の
か
と
言
う
に
、
’
閲
に
出
動
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
時
に
は
更
卒
の
役
を
冤



姻
　
除
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
兎
に
角
、
更
卒
五
ヶ
月
蒋
　
　
の
外
に
二
重
三
重
の
径
役
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
方
面
の
こ

　
　
代
の
闇
は
、
・
正
卒
と
更
卒
ど
の
間
に
は
蔵
然
た
る
匠
別
は
存
し
な
か
　
　
と
に
關
し
て
は
正
規
の
役
と
、
同
じ
ウ
エ
イ
ト
を
も
つ
て
考
察
さ
れ
叙

　
　
つ
た
で
あ
ろ
う
。
国
一
般
民
丁
の
更
卒
が
毎
年
「
ケ
月
制
と
な
つ
て
　
　
ば
な
ら
な
い
。
特
に
後
漢
末
に
お
い
て
は
こ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る

　
　
か
ら
は
、
兵
士
た
る
正
卒
は
毎
年
八
月
大
査
閲
を
受
け
る
の
で
あ
る
　
　
が
、
今
は
省
略
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
か
ら
、
こ
の
正
卒
が
重
ね
て
一
ヶ
月
の
更
卒
と
し
て
力
役
に
服
す
る
　
　
　
①
漢
書
巻
一
上
。
高
帝
紀
二
年
五
月
「
漢
王
漿
陽
に
屯
す
。
薫
何
、
澱
中

　
　
こ
と
は
當
然
除
外
さ
れ
た
も
の
と
見
て
良
か
ろ
う
。
從
つ
て
正
卒
は
　
　
　
　
の
老
弱
未
だ
傅
せ
ざ
る
者
を
嚢
し
て
謁
悉
く
軍
に
詣
ら
し
む
。
」
の
如

　
　

ｱ
吸
來
兵
盤
し
て
猫
立
し
、
力
役
と
切
讐
れ
た
も
の
と
言
　
淳
露
藩
灘
ギ
…
碁
垂
五
＋
山
ハ
に
し
て

　
　
　
　
　

　
　
え
る
。
四
か
く
し
て
最
初
は
正
卒
と
更
卒
と
は
同
一
人
が
爾
役
に
服
　
　
，
　
　
嚢
老
す
。
乃
ち
免
じ
て
庶
民
と
爲
し
。
田
里
に
就
く
こ
と
を
得
。
老

媛
嚢
難
改
制
以
後
に
お
い
て
嘆
爾
者
は
全
然
別
　
螺
篶
暴
耀
霧
繋
翫
舞
ご

　
　@
何
れ
に
し
て
塞
制
と
改
制
以
後
の
漢
制
と
を
綾
す
る
ζ
　
翫
響
警
「
傅
と
舞
名
管
著
脅
蓑
の
錘
【

　
　
そ
の
日
敷
に
お
い
て
は
漢
制
の
方
が
遙
か
に
輕
減
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
，
，
給
す
る
を
言
う
也
。
」
と
蓮
ぺ
て
い
る
。
　
、

　
　
　
勿
論
、
漢
代
で
は
上
述
し
た
正
規
の
役
の
外
に
臨
時
の
役
も
度
々
、
　
　
　
省
お
西
田
太
一
郎
氏
が
、
正
を
正
丁
の
意
と
解
せ
ら
れ
た
の
は
正
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
洋
の
杜
會
と
交
化
。
第
一
鶴
一
。
「
漢
の
正
卒
に
つ
い
て
」

　
　
随
所
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
又
官
吏
も
人
民
を
使
役
す
る
椹
利
が
あ
　
②
漢
嚢
工
・
幕
紀
・
二
年
五
月
の
條
・
如
淳
註
引
・
覆
・
－

　
　
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
後
漢
書
巻
一
下
。
光
武
紀
。
建
武
七
年
三
月
了
酉
の
詔
の
註
引
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

　
　
　
後
漢
書
郡
國
士
蝋
に
光
武
帝
が
前
漢
時
代
の
郡
國
十
、
縣
邑
道
侯
國
　
　
　
④
後
漢
書
巻
一
下
。
光
武
紀
。
建
武
七
年
三
月
丁
酉
の
詔
の
蝕
引
。
漢
官

　
　
西
百
飴
を
削
減
し
た
理
由
と
し
て
膏
多
け
れ
ば
役
も
煩
重
で
あ
る
　
　
讐
曰
わ
く
。
高
嬰
下
郡
國
懸
践
能
く
關
馨
を
引
き
材
力
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
猛
な
る
者
を
選
ぶ
。
：
：
：
各
、
員
…
敷
有
り
o

　
　
か
ら
だ
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
官
廃
の
あ
る
所
、
全
て
径
役
が
あ
　

⑤
漢
書
巻
四
九
。
晃
錯
傳
。
「
遠
方
の
卒
を
し
て
塞
を
守
ら
し
硲
・
一
歳

　
　
つ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
人
民
は
正
規
の
も
の
　
　
　
　
に
し
て
更
す
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
卜



　
　
　
⑥
漢
書
巻
四
九
。
本
傳
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
理
由
だ
け
で
は
、
戌
卒
で
あ
つ
て
正
卒
で
は
な
い
と
噺
定
出
來
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
⑦
史
記
巻
一
＝
一
。
漢
興
將
相
年
表
。
孝
文
十
三
年
の
條
。
　
　
　
　
　
　
本
文
先
掲
の
資
料
に
「
車
騎
材
官
を
屯
せ
し
む
」
と
か
「
山
東
の
甲
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
　
⑧
漢
書
巻
七
。
昭
帝
紀
。
元
鳳
四
年
春
正
月
の
條
。
如
淳
註
。
　
　
　
・
＝
　
…
…
邊
郡
に
戌
す
」
と
あ
る
の
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
⑨
唐
の
杜
佑
。
宋
の
馬
端
臨
。
明
の
邸
澹
。
程
樹
徳
。
等
。
　
　
　
，
　
⑮
勢
輪
氏
の
畢
げ
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
賓
料
た
る
漢
書
五
一
、
賛
山
傳
は
、

　
　
　
⑩
東
洋
學
報
一
九
の
三
。
「
践
更
と
過
更
－
如
淳
設
の
批
判
」
通
巻
三
、
　
　
文
帝
帥
位
當
初
の
記
事
を
載
せ
て
居
る
が
、
こ
の
中
に
「
陛
下
帥
位
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
む
　
　
　
　
む
　
む

　
　
　
　
　
七
〇
頁
以
下
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
自
勉
以
厚
天
下
。
損
食
膳
。
不
聴
樂
。
減
外
鑛
衛
卒
。
省
厩
馬
。
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む

　
　
　
⑪
漢
書
巻
七
。
昭
帝
紀
。
元
鳳
四
年
春
正
月
の
條
へ
如
淳
註
。
　
　
　
　
・
賦
縣
傳
。
…
、
．
．
」
と
あ
る
外
蒜
衛
卒
は
外
蘇
と
衛
卒
の
意
で
あ
り
、
外

　
　
　
⑫
國
立
中
央
研
究
院
。
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
。
第
十
本
。
勢
棘
氏
論
丈
。
　
　
蘇
帥
衛
卒
の
意
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
文
を
以
つ
て
外
蘇
が
衛
卒
と
同

　
　
　
　
　
「
漢
代
兵
制
及
漢
簡
中
的
兵
制
」
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶
の
も
の
と
見
徹
す
こ
と
は
出
來
な
い
。
從
う
て
、
こ
の
資
料
を
以
つ

　
　
　
⑬
前
掲
論
文
。
劃
論
正
卒
。
m
正
卒
的
編
制
及
び
、
翻
論
戌
卒
。
酊
漢
簡
　
　

て
衙
士
が
戌
埣
で
あ
つ
た
瓦
と
の
實
例
と
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

⑭
墾
凱
穏
郵
　
籔
宮
の
籔
大
牛
灘
麹
　
難
馨
柾
躰
繁
蔑
刷
　
餅

　
　
　
　
　
を
減
じ
て
、
以
て
蘇
役
を
寛
に
す
可
し
。
…
…
天
子
…
…
建
章
、
骨
泉
　

⑱
宇
都
宮
清
吉
氏
論
文
、
「
西
漢
時
代
の
都
市
に
つ
い
て
」
東
方
學
、
第
　
一

　
　
　
　
　
宮
の
衛
卒
を
省
く
：
・
…
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
輯

　
　
　
　
　
　
漢
書
七
四
、
魏
相
傳
「
河
南
の
卒
、
巾
都
官
に
戌
す
る
者
、
二
刷
二
千
　
　
　
．
⑲
後
漢
書
、
和
帝
紀
、
永
元
＋
三
年
の
條
。
、
　
ー

　
　
　
　
　
人
。
（
師
古
曰
く
。
京
師
諸
官
府
に
來
つ
て
戌
卒
と
爲
る
。
今
の
衛
士
　

⑳
後
漢
書
巷
一
〇
〇
、
鄭
太
傳
」

　
　
　
　
　
の
上
番
し
て
諸
司
を
銭
守
す
る
が
若
し
。
）
顔
師
古
は
戌
を
戌
卒
と
し
て
　
　
　
⑳
漢
書
巻
七
。
昭
帝
紀
。
元
鳳
四
年
。
如
淳
註
引
、
律
説
。
及
び
尉
律
。

　
　
　
　
　
い
る
が
、
此
場
合
の
戌
は
動
詞
で
あ
り
、
こ
れ
を
所
謂
戌
卒
と
混
同
す
　
　
　
　
　
「
律
説
に
い
う
。
卒
の
蹉
更
者
は
居
る
也
。
更
縣
中
に
居
る
。
五
月
に

　
　
　
　
　
べ
き
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
乃
ち
更
す
る
也
。
後
尉
律
に
從
い
。
卒
の
蹉
更
は
一
月
。
休
む
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
漢
書
七
七
、
蓋
寛
饒
傳
「
衛
卒
敷
千
人
。
皆
叩
頭
し
て
自
ら
請
う
ら
　
　
　
　
　
と
十
一
月
也
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
く
。
願
わ
く
は
復
た
留
ま
り
、
更
を
共
に
す
る
亡
と
噌
年
。
以
て
寛
饒
　
　
⑫
市
村
博
士
。
古
稀
記
念
論
丈
、
所
牧
。
濱
ロ
重
國
氏
論
文
。
「
秦
漢
時

　
　
　
　
　
の
厚
徳
に
報
い
ん
。
（
師
古
目
く
。
、
更
は
猫
お
今
の
上
番
と
言
う
が
ご
　
　
　
　
　
代
の
犠
役
拶
働
に
關
す
る
一
問
題
。
」

　
　
　
　
　
と
し
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
⑱
7
東
洋
學
報
。
　
一
九
の
三
。
濱
口
重
國
氏
論
文
。
，
「
淺
更
と
過
更
。
ー
1
如

　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぞ

4
3
@
　
　
　
以
上
の
諸
贅
料
に
お
い
て
「
徳
」
。
「
戌
じ
。
「
更
」
。
　
と
あ
る
か
ら
と
の
　
　
　
亀
　
、
淳
設
批
判
。
」
　
　
　
　
　
一
、
　
　
　
　
噛
　
　
　
　
　
ノ



　
　
　
　
　
　
　
ヱ
デ
ヲ
シ
　

ト
　
　
　

ル
　
　
　
　
　
ス
ル
コ
ト

3
6
@
　
　
　
　
又
加
レ
月
爲
二
更
卒
一
。
巳
復
爲
レ
正
一
歳
ゆ
屯
戌
一
歳
。
力
役
三
十
二
　
　
・
⑳
漢
書
昭
帝
紀
如
淳
註
に
「
古
者
正
卒
常
人
な
し
」
と
書
う
も
の
は
、
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ
　
　
ニ

　
　
　
　
　
　
倍
於
古
一
。
　
　
　
　
．
　
匙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
．
代
、
正
卒
が
常
人
帥
ち
一
定
の
兵
役
編
入
者
に
よ
つ
て
猷
め
ら
れ
た
こ

　
　
　
　
　
　
東
洋
の
交
化
と
肚
會
。
第
一
輯
。
西
田
太
一
郎
氏
論
丈
。
「
漢
の
正
卒
　
　
曇
　
と
を
意
味
す
る
。

　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
噂
　
　
　
　
　
　
⑳
西
田
太
一
郎
氏
は
「
東
洋
の
文
化
と
就
會
。
」
第
一
輯
。
「
漢
の
正
卒
に
・

　
　
　
　
　
　
驚
楚
郵
更
奮
。
巳
復
劉
レ
鳳
・
護
屯
零
蔑
力
役
・
三
＋
触
幅
’
　
つ
い
て
。
」
一
八
八
頁
に
．
更
卒
と
正
卒
と
は
別
個
人
で
な
く
、
同
一

　
　
　
　
　
　
舞
乱
∵
」
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
天
の
服
役
の
期
限
及
び
そ
の
性
篁
の
相
書
よ
る
名
撃
あ
る
」
乏

　
　
　
　
　
董
碁
上
言
羨
量
國
氏
の
倦
訓
ん
で
了
つ
τ
は
正
卒
の
期
間
が
　
　
蓮
ぺ
、
濱
口
轟
氏
は
．
東
洋
學
報
」
一
九
の
三
。
鶉
婁
。
三
七

　
　
　
　
　
一
年
間
と
な
つ
て
・
漢
官
儀
や
漢
讐
の
正
卒
二
年
と
矛
盾
し
・
又
力
　
　
こ
、
三
頁
に
弦
て
「
正
卒
と
な
董
麿
な
る
の
は
別
個
人
で
あ

　
　
　
　
　
役
の
み
が
古
の
三
＋
倍
妄
る
が
・
氏
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
諾
　

・
る
。
」
と
の
読
を
探
つ
て
い
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
制
度
改
革
の
覆
に

　
　
　
　
・
茎
然
さ
れ
て
い
な
い
・
幕
堂
言
の
訓
み
方
は
更
卒
の
部
分
を
除
　
　
よ
つ
翼
る
の
で
あ
り
、
改
制
前
は
同
天
、
改
制
後
は
別
人
と
す
べ

　
　
　
　
　
け
ば
西
畏
の
方
歪
し
い
・
　
°
　
　
　
　
　
　
　
き
で
あ
る
。
　
　
「
　
、
　
－
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
⑳
後
漢
書
、
郡
國
志
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
＠
古
昔
の
揺
役
は
一
年
に
三
日
で
あ
り
。
そ
の
二
十
倍
は
六
〇
日
。
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ

　
　
　
　
　
を
正
丁
三
＋
三
年
間
に
通
算
す
れ
ば
一
九
八
〇
日
と
な
る
。
そ
の
中
か
　
　
　
，
　
　
’
　
三
　
　
輪
歳
屯
戌
の
塵
止
と
更
賦
設
定
の
意
義
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
ら
正
卒
の
ニ
ケ
年
郎
「
ち
七
三
〇
日
を
引
く
と
一
二
五
〇
日
と
な
り
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

　
　
　
　
　
れ
を
三
＋
一
年
間
に
配
富
す
る
と
、
五
ヶ
月
（
一
五
〇
日
）
の
更
卒
は
　
　
　
漢
代
の
径
役
制
度
に
關
し
て
は
、
爾
お
一
つ
菟
除
の
規
定
に
つ
い

　
　
　
　
　
八
・
三
回
廻
つ
て
來
る
こ
と
に
な
る
か
ら
大
体
四
年
に
一
回
の
割
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
樒
役
の
免
除
規
定
も
時
と
共
に
攣
遷

　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
⑭
「
古
の
三
＋
倍
」
と
言
う
上
言
の
語
句
を
軍
な
る
一
修
僻
と
し
て
片
付
け
　
　
し
た
の
で
あ
る
が
、
先
づ
一
般
民
丁
の
最
も
重
大
な
る
任
務
で
あ
ー
つ

　
　
　
　
　
て
了
え
ぱ
別
問
題
で
あ
る
が
、
か
義
る
態
度
は
一
磨
非
科
學
的
な
も
の
　
　
た
屯
戌
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
屯
戌
が
全
民
丁
の
義
務
と
t
て
一
年

　
　
　
　
　
と
し
て
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
闇
賦
課
さ
れ
て
い
た
頃
に
は
、
こ
れ
に
封
す
る
免
除
は
認
め
ら
れ
て

　
　
　
⑳
漢
馨
王
。
高
霜
二
隔
如
淳
註
引
。
漢
儀
註
。
績
漢
喜
官
志
　
い
な
か
つ
た
様
で
あ
る
の
又
同
じ
く
全
民
丁
の
霧
芒
三
年
聞

　
　
　
　
　
註
引
。
漢
官
儀
。

　
　
　
⑳
漢
書
巻
七
・
昭
帝
紀
。
元
鳳
四
年
如
淳
註
引
・
尉
律
。
　
－
　
　
　
　
　
力
役
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
時
代
に
は
、
こ
の
力
役
に
野
す
る
免
除
も

　
　
　
⑳
東
洋
學
報
。
一
九
の
三
。
三
七
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
認
め
ら
れ
て
は
い
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
全
民
丁
に
樹
す
る
隔



　
　
年
間
の
屯
戌
と
力
役
と
は
、
董
仲
醤
の
指
摘
し
た
様
に
秦
の
制
度
を
　
　
・
王
葬
が
漢
書
食
貨
志
に
お
い
て

　
　
漢
が
踏
襲
し
た
も
の
で
、
政
府
は
こ
れ
に
よ
つ
て
長
城
の
増
築
や
、
　
　
　
「
漢
氏
田
租
を
輕
減
し
。
三
十
に
し
て
一
を
税
す
。
常
に
更
賦
あ

　
　
王
宮
造
螢
の
大
土
木
事
業
、
そ
の
他
に
人
民
を
使
役
し
た
も
の
で
あ
　
　
　
り
。
罷
痙
も
成
出
す
。
而
し
て
豪
民
侵
陵
、
田
を
分
ち
假
を
劫
す
。

　
　
　
　
ゐ

　
　
ろ
う
。
然
る
に
丈
帝
十
三
年
よ
り
、
全
民
丁
の
義
務
で
あ
つ
た
一
歳
　
　
　
厭
名
三
十
。
實
は
什
に
五
を
税
す
る
也
。
」
　
　
　
　
’
　
　
　
‘

　
　
屯
戌
の
役
は
塵
せ
ら
れ
、
恐
ら
く
そ
れ
と
相
前
後
し
て
一
歳
力
役
の
　
　
と
言
つ
て
、
漢
王
朝
が
更
賦
の
新
税
を
設
置
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て

　
　
制
度
も
慶
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
代
り
人
民
よ
り
は
更
　
　
‘
い
る
。
こ
の
更
賦
は
他
の
全
て
の
税
金
と
合
算
し
て
も
、
税
額
の
面

　
　
賦
と
構
す
る
人
頭
税
を
納
入
せ
し
め
る
様
に
し
、
そ
の
牧
入
に
よ
つ
　
　
で
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
更
賦
の
新
設
さ
れ
た
こ
と
が
、

　
　
て
募
兵
を
行
い
、
異
民
族
の
傭
兵
や
奴
隷
の
傭
兵
の
外
に
、
特
別
志
　
　
特
に
農
民
に
過
重
な
負
損
を
加
え
た
様
に
解
繹
す
る
の
は
行
過
ぎ
で

　
　
阨
ｺ
を
募
つ
て
こ
れ
憲
門
兵
と
し
て
養
す
る
と
同
時
に
、
彼
等
あ
る
の
　
、
　
　
麿
　
　
　
，
　
一

　
　
に
高
爵
を
賜
與
し
て
其
家
族
員
に
は
径
役
菟
除
の
特
椹
を
與
え
る
こ
　
゜
．
乃
ち
、
秦
代
の
農
家
一
家
族
の
納
税
内
誰
を
表
示
す
る
と
、
　
　
　
6
1

　
　
と
瓦
し
・
又
必
要
あ
る
時
は
正
卒
の
役
に
あ
る
も
の
を
し
て
國
境
警
戸
賦
・
芦
當
・
二
〇
〇
鏡
　
　
　
　
　
．
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
備
に
當
ら
し
め
る
こ
と
瓦
し
、
屯
戌
即
ち
國
境
警
備
の
仕
事
を
一
般
　
　
　
田
租
。
一
戸
當
。
約
四
九
七
鏡

　
　
民
丁
の
樒
役
か
ら
一
鷹
切
り
離
し
て
專
門
の
兵
士
の
當
る
べ
き
仕
事
　
　
　
献
費
。
　
一
人
當
。
六
三
鏡
（
一
家
五
人
と
し
て
三
一
五
銭
と
な
る
。

　
　
と
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
般
民
丁
は
事
實
上
屯
戌
の
實
役
か
　
　
　
但
し
、
こ
れ
は
算
賦
中
に
含
ま
れ
る
）

　
　
ら
は
除
外
さ
れ
た
課
で
あ
る
が
、
實
際
に
は
國
境
警
備
の
重
任
に
は
　
　
　
口
賦
。
一
人
當
。
二
〇
銭
（
未
丁
年
者
は
一
家
族
に
大
体
一
人
と

　
　
熟
練
し
た
專
門
兵
士
を
し
て
當
ら
し
め
る
の
を
本
体
と
す
る
か
ら
、
　
　
　
見
る
）

　
　
人
民
を
し
て
更
賦
を
納
め
し
め
て
國
境
警
備
の
軍
費
を
負
憺
せ
し
む
　
　
．
7
算
賦
。
　
蝋
人
當
。
　
＝
一
〇
鋳
（
丁
年
者
二
人
と
す
れ
ば
二
四
〇
鏡
。
．
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
る
代
り
に
、
屯
戌
の
實
役
を
冤
除
す
る
の
を
原
則
と
し
た
も
の
と
見
　
　
　
三
人
と
す
れ
ば
三
六
〇
鏡
）

ク
紹
　
ら
れ
る
。
　
　
　
　
・
　
　
　
　
，
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
更
賦
。
　
一
人
當
。
三
〇
〇
鋳
（
丁
年
者
二
人
と
す
れ
ば
六
C
O
鏡
。
．
－



3
8
@
　
三
人
と
す
れ
ば
九
〇
〇
鏡
）
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
な
も
の
は
経
濟
的
割
嫁
性
で
あ
る
σ
邸
ち
華
北
東
部
の
数
多
の
都
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
・
以
上
漢
代
に
お
け
る
農
家
一
家
族
の
納
入
す
べ
き
総
税
額
を
算
定
　
　
，
を
中
心
と
す
る
商
人
の
経
濟
的
優
幽
、
全
國
各
地
に
散
在
す
る
銅
鐵

　
　
す
る
と
、
田
租
は
戸
税
で
あ
り
、
口
賦
は
未
丁
年
者
の
視
で
あ
る
か
　
　
産
業
の
占
め
る
重
要
さ
、
こ
れ
等
は
何
れ
も
酒
々
た
る
貨
幣
経
濟
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
ら
、
丁
年
者
の
数
の
多
少
に
よ
つ
て
差
異
を
生
す
る
の
は
算
賦
と
更
　
　
奔
流
の
中
に
種
々
の
渦
紋
を
生
じ
た
。
晃
錯
は
商
人
が
圧
侯
と
充
禮

　
　
鰍
ﾆ
で
あ
る
・
今
假
り
に
象
族
申
・
正
丁
二
名
と
す
れ
ば
合
計
一
し
て
い
る
妻
を
蠣
し
て
い
菊
呉
楚
七
國
の
鑑
で
首
都
窪
の

　
　
五
五
七
鐘
、
手
三
名
と
す
れ
竺
九
七
七
讐
な
る
。
故
に
漢
代
諸
侯
が
多
く
の
高
利
貸
善
署
金
の
調
撲
を
籍
し
た
が
、
離

　
　
農
家
の
一
戸
當
干
均
納
税
額
は
正
丁
三
名
と
し
て
大
体
二
千
銭
と
な
　
　
氏
の
み
が
て
れ
に
鷹
じ
て
十
倍
の
利
釜
を
得
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
る
。
然
し
て
一
年
間
の
農
業
所
得
の
一
＝
○
石
を
一
石
の
便
、
七
一
　
　
こ
れ
等
の
こ
と
は
経
濟
界
の
ス
タ
ッ
フ
を
握
る
も
の
が
諸
都
市
に
幡

　
　
鐘
と
し
て
算
定
す
る
と
、
西
九
δ
讐
な
る
か
ら
、
二
千
鐘
の
　
居
す
る
商
入
で
あ
つ
た
こ
と
を
物
語
つ
て
い
魂
こ
の
故
に
晃
錯
は
「

　
　
徴
税
額
は
大
体
十
一
之
税
を
少
々
上
廻
る
程
度
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
商
人
の
土
地
兼
併
を
特
に
非
難
し
た
の
で
あ
る
。
中
小
農
の
湊
落
と
　
6
2

　
　
@
但
・
養
の
籍
の
喜
の
は
・
弄
雲
。
葉
に
も
あ
る
様
に
・
杢
地
所
薯
の
畿
と
は
漢
初
器
け
る
著
し
い
環
で
あ
る
が
、
、
［

　
　
大
土
地
所
有
者
の
土
地
兼
併
の
た
め
、
こ
れ
に
支
梯
う
小
作
料
が
高
　
　
そ
の
大
土
地
所
有
に
商
人
が
多
く
参
加
し
た
こ
と
は
漢
初
に
お
け
る

　
　
い
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
更
賦
は
邊
境
の
屯
戌
の
代
償
に
な
　
　
特
徴
的
な
事
實
で
あ
る
。

　
　
る
の
で
あ
る
か
ら
・
却
つ
て
有
難
い
政
策
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漢
初
に
お
い
て
は
、
中
央
政
府
の
直
轄
地
よ
り
も
む
し
ろ
優
る
都

　
　
　
一
体
・
秦
が
軍
事
的
、
政
治
的
優
位
に
ょ
り
天
下
を
統
一
し
な
が
　
　
市
的
割
擦
的
事
情
の
下
に
あ
つ
た
地
帯
の
，
杜
會
経
濟
歌
勢
を
一
擦
に

　
　
ら
・
僅
か
十
五
年
で
滅
亡
し
た
の
は
、
直
接
的
に
は
奮
勢
力
の
反
鍍
　
　
法
制
的
に
抑
墜
統
制
す
る
こ
と
な
く
、
或
暇
度
自
然
に
放
任
し
て
民

　
　
等
の
原
因
も
あ
ろ
う
が
・
基
本
的
に
は
そ
の
強
力
な
政
治
支
配
が
現
　
　
－
心
を
牧
拾
す
る
こ
と
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
一
方
、
中
央
政
府
が
、

　
　
實
枇
會
の
傳
統
的
割
嫁
性
を
克
服
し
得
な
か
つ
た
所
に
大
き
な
理
由
　
　
そ
の
血
縁
的
紐
幣
を
媒
介
と
し
て
、
割
篠
的
な
諸
地
方
勢
力
を
中
央

　
　
が
あ
つ
た
。
現
實
肚
會
の
割
篠
的
な
勢
力
の
中
で
も
、
尤
も
根
本
的
　
腎
政
椹
下
に
結
集
す
る
政
策
を
探
つ
た
。
故
に
諸
侯
王
は
地
方
自
治
で



　
　
は
な
く
、
’
均
し
く
中
央
政
椹
の
一
環
と
し
て
、
政
治
的
軍
事
的
に
は
　
　
割
撮
性
を
牧
拾
抑
塵
し
て
中
央
集
権
を
貫
徹
し
、
強
大
な
る
中
央
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吻

　
　
種
々
の
制
約
の
中
に
置
か
れ
な
が
ら
も
賦
劔
の
権
柄
を
與
え
ら
れ
た
　
　
力
と
官
僚
組
織
の
下
に
全
國
の
土
地
人
民
を
結
集
し
よ
う
と
す
る
政

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
の
で
あ
急
。
賦
徹
と
は
財
産
税
を
主
と
す
る
貨
幣
課
税
の
意
味
で
あ
　
　
策
に
蹄
一
す
る
志
の
で
あ
る
。
秦
の
行
わ
ん
と
し
て
行
い
得
な
か
つ

　
　
　
の

　
　
ろ
5
1
。
こ
の
面
で
の
諸
侯
王
の
自
由
裁
量
を
容
認
す
る
こ
と
に
ょ
つ
　
・
た
理
想
を
、
漢
は
長
い
時
期
の
間
に
徐
々
に
、
着
實
に
成
し
途
げ
た
！

　
　
て
、
地
方
割
糠
維
濟
牧
拾
の
圓
滑
と
完
壁
と
を
期
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
も
の
で
、
そ
の
根
幹
に
お
い
て
は
秦
の
政
策
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

　
　
と
に
か
く
漢
初
に
お
け
る
職
國
的
要
素
牧
拾
へ
の
政
治
的
苦
慮
が
伺
　
　
で
あ
る
。

　
　
わ
れ
る
。
而
し
こ
う
し
た
苦
慮
の
結
果
創
出
さ
れ
た
郡
國
制
が
、
却
　
㌧
　
而
る
に
役
制
の
面
で
は
、
晃
錯
は
秦
の
制
度
を
大
き
く
攣
革
し
た
。

　
　
つ
て
戦
國
的
割
擦
性
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
，
　
－
　
費
誼
が
「
漢
の
直
轄
地
が
政
府
か
ら
遠
い
た
め
、
人
民
が
政
府
ま

　
　
　
漢
政
府
が
こ
う
し
た
複
雑
な
政
治
的
苦
悶
の
渦
申
に
あ
る
時
に
、
　
　
で
税
役
納
入
の
た
め
に
往
聚
す
喝
こ
と
を
嫌
つ
て
、
王
國
の
民
に
な
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
漸
進
的
に
し
て
効
果
的
な
施
策
を
献
言
し
、
着
實
に
實
行
に
移
し
て
　
　
る
者
が
少
く
な
い
。
…
…
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
3

　
　
行
つ
た
の
蓄
誼
と
晃
錯
で
あ
る
・
暴
は
割
擦
的
商
萎
本
を
中
亀
と
述
べ
て
い
る
檬
に
・
全
國
の
人
民
を
中
央
政
府
の
篠
役
儀
蓼
一

　
　
央
政
府
に
集
中
す
る
妙
案
と
し
て
、
丈
帝
に
費
爵
令
を
行
わ
し
め
た
。
　
る
こ
と
に
は
大
き
な
無
理
が
あ
つ
た
。
秦
の
郡
縣
制
下
に
お
け
る
役

　
　
費
爵
の
結
果
、
有
罪
者
は
繹
放
さ
れ
、
資
力
あ
る
商
工
業
者
は
最
高
、
　
制
で
は
恐
ら
く
こ
の
様
な
無
理
が
犯
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
漢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
　
大
庶
長
（
第
一
八
級
爵
）
の
爵
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
こ
　
　
初
は
秦
の
役
制
を
そ
の
ま
玉
探
用
し
た
之
と
は
董
仲
斜
の
指
摘
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
功

　
　
，
れ
は
維
濟
的
割
擦
性
を
漢
王
朝
の
政
治
支
配
体
制
の
中
に
吸
牧
す
る
　
　
つ
て
も
明
か
で
あ
る
が
、
而
し
こ
れ
を
何
の
程
度
ま
で
強
行
し
た
か

　
　
こ
と
に
よ
つ
て
、
中
央
集
樺
支
配
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
　
　
は
疑
問
で
あ
る
。
晃
錯
は
秦
代
の
樒
役
制
度
で
あ
つ
た
「
一
歳
屯
戌
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
0

　
　
る
6
1
　
こ
の
傾
向
は
更
に
獲
展
し
て
武
帝
の
武
功
爵
の
費
爵
、
－
重
要
産
　
　
　
一
歳
力
役
」
の
制
度
を
塵
止
せ
ん
こ
と
を
文
帝
に
進
言
し
、
こ
れ
が
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

　
　
業
0
國
家
統
制
と
、
産
業
家
の
官
僚
へ
の
編
入
と
な
る
魁
、
こ
れ
ら
　
　
成
卒
令
の
慶
止
と
し
で
結
實
し
、
後
に
更
賦
と
言
う
貨
幣
課
税
に
置
　
　
、

魏
　
は
何
れ
も
同
一
政
策
の
延
長
獲
展
に
外
な
ら
ぬ
。
要
は
杜
會
経
濟
の
　
　
換
え
ら
れ
た
の
は
誠
に
當
を
得
た
時
宜
の
虞
置
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ

　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蜘
　
　
費
爵
と
屯
戌
慶
止
と
は
同
時
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
　
　
鏡
と
言
う
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
こ
め
一
ケ
月
三
百
鏡
と
言
う
服
慶

　
　
は
鞍
國
以
來
の
輕
濟
的
割
按
体
制
の
牧
拾
策
で
あ
り
、
後
者
は
秦
帝
　
　
読
と
、
一
ケ
月
二
千
銭
と
言
う
如
淳
読
と
の
相
違
は
絵
り
に
も
大
き

　
　
國
の
人
民
支
配
の
劃
一
性
の
矯
正
策
で
あ
る
。
而
し
爾
者
は
相
侯
つ
　
　
く
、
そ
の
取
捨
に
惑
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
樹

　
　
て
漢
帝
國
の
今
後
の
政
治
的
統
一
を
保
持
す
る
地
盤
を
確
立
す
る
上
　
　
し
て
濱
口
重
國
氏
は
服
凄
読
を
正
當
と
し
、
如
淳
説
を
取
る
に
足
り

　
’
に
重
大
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
言
え
る
。
　
　
　
b
　
　
」
ド
　
　
、
な
い
妄
読
と
し
て
斥
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
要
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
服
慶
読
の
一
ヶ
月
三
百
鏡
が
當
時
の
標
準
賃
銀
と
し
て
安
當
だ
か

　
　
　
　
　
　
　
四
　
更
卒
の
菟
除
と
免
役
銭
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
と
言
う
こ
と
に
露
結
す
る
様
で
あ
る
。
、
一
ケ
月
三
百
銭
が
當
時
の

　
　
「
次
に
更
卒
に
つ
い
て
貸
あ
る
が
、
更
卒
は
律
読
に
あ
る
様
に
、
最
　
　
標
準
賃
銀
と
し
て
袈
當
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
然
ら
ば
如

　
　
初
は
五
ヶ
月
勤
務
で
、
後
に
改
め
ら
れ
て
尉
律
に
あ
る
様
に
、
一
ヶ
　
　
淳
の
皆
口
う
一
ヶ
月
二
千
銭
は
、
事
實
無
根
の
妄
読
と
し
て
取
上
げ
る
　
一

　
　
月
勤
務
と
な
つ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
而
し
て
更
卒
は
　
　
贋
値
の
な
・
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
4

　
　
一
般
民
丁
の
力
役
・
雑
役
を
内
容
と
す
る
も
の
で
・
こ
れ
に
封
し
て
　
　
　
如
淳
が
月
額
二
千
鑓
の
傭
賃
を
墨
げ
て
い
る
の
は
　
　
　
・
　
・
　
　
一

　
　
は
出
鍍
菟
役
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漢
書
昭
帝
紀
、
元
鳳
四
年
の
條
の
更
卒
の
代
役
に
封
す
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
更
卒
の
免
役
に
つ
い
て
は
、
服
盧
の
漢
書
音
義
に
、
、
一
ヶ
月
三
百
　
　
　
漢
書
刑
法
志
の
河
亭
二
年
の
條
の
「
河
を
治
む
る
の
卒
、
準
質
を

　
　
銭
の
雇
賃
を
出
し
て
代
人
を
立
て
、
更
卒
を
冤
れ
る
制
度
の
あ
つ
た
　
　
受
く
る
に
非
る
者
は
、
爲
め
に
外
蘇
六
月
に
著
わ
す
。
」
の
註
に
、

　
　
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
一
ヶ
月
三
百
銭
と
言
う
の
は
、
　
∂
　
平
頁
を
一
ケ
月
二
千
銭
と
す
る
も
の
と
で
あ
つ
て
、
共
に
律
読
に
基

　
　
漢
代
に
お
け
る
一
ケ
月
の
力
役
に
樹
す
る
標
準
螢
働
賃
銀
で
あ
つ
た
　
・
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
む

　
　
こ
と
は
、
顧
山
銭
と
構
す
る
女
徒
の
採
薪
の
螢
賃
が
一
ケ
月
三
百
鏡
　
　
　
右
は
何
れ
も
國
家
の
公
役
の
代
役
に
樹
す
る
賃
銀
で
あ
る
と
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
で
あ
つ
た
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
6
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
帥
ち
右
の
場
合
が
公
役
で
あ

　
　
　
’
而
る
に
如
淳
の
読
に
從
え
ば
、
一
ケ
月
の
更
卒
の
冤
役
銭
が
二
千
　
　
る
と
言
う
こ
と
は
、
個
人
相
互
間
の
私
的
の
雇
傭
關
係
と
一
慮
庭
別



　
　
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
公
役
の
代
役
の
場
合
　
　
　
漢
書
呉
王
溝
傳
の
服
虜
注
に
更
卒
の
代
役
銭
三
百
銭
と
あ
る
の
は
、

　
　
は
、
た
と
え
そ
の
傭
賃
が
直
更
者
か
ら
代
役
者
に
直
接
手
渡
さ
れ
る
　
　
こ
れ
も
國
家
の
公
役
の
代
役
で
あ
る
こ
と
に
は
相
違
な
い
が
、
呉
國

　
　
と
し
て
も
、
こ
れ
が
自
由
契
約
に
よ
る
私
の
雇
傭
關
係
と
は
違
つ
て
、
　
　
に
お
い
て
は
銅
塩
の
利
の
莫
大
な
る
た
め
、
人
民
の
課
税
を
墨
免
除

　
　
其
庭
に
當
然
國
家
構
力
の
干
渉
が
加
わ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
印
　
　
し
た
の
で
あ
り
、
又
人
民
の
國
家
に
封
す
る
無
報
酬
義
務
螢
働
た
る

　
　
ち
直
更
者
も
代
役
者
も
共
に
正
丁
で
あ
り
、
國
家
の
課
役
並
に
課
税
　
　
べ
き
径
役
に
野
し
て
も
、
政
府
か
ら
わ
ざ
ー
手
當
を
支
給
し
た
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
　
の
封
象
者
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
今
假
り
に
一
人
の
正
丁
が
一
年
ヰ
他
　
　
で
あ
る
。
故
に
服
慶
注
に
所
謂
、
代
役
銭
三
百
饅
。
は
臭
國
に
お
け

　
　
入
の
代
役
に
傭
わ
れ
て
一
ヶ
月
三
百
鏡
の
賃
銀
を
受
取
る
と
せ
ば
年
　
　
る
特
殊
事
情
と
見
る
べ
蓋
で
、
こ
れ
と
昭
帝
時
代
に
お
け
る
天
下
｝

　
　
額
三
千
六
百
鏡
で
あ
り
、
こ
の
牧
入
の
中
か
ら
自
己
の
課
役
及
び
課
　
　
般
の
更
卒
の
代
役
の
事
情
と
は
自
ら
別
の
も
の
が
あ
る
と
せ
ね
ば
な

　
　
税
に
樹
す
る
義
務
を
果
し
て
、
尚
お
家
族
を
支
え
得
る
だ
け
の
能
力
　
　
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
【

　
　
を
生
す
る
か
と
言
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
前
述
し
た
様
に
、
五
人
　
　
　
さ
て
役
制
を
爵
制
と
の
關
係
か
ら
考
察
す
る
と
、
漢
代
に
お
い
て
　
6
5

　
　ﾆ
族
の
呈
と
し
三
年
間
に
國
家
に
納
め
る
租
税
馨
は
大
体
二
人
民
の
役
髭
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
復
除
の
特
権
と
し
て
、
文
武
【

　
　
千
銭
℃
あ
り
、
、
家
族
員
が
少
い
場
合
で
も
年
額
千
銭
を
降
る
こ
と
は
　
゜
官
の
家
族
、
叉
は
屯
戌
鷹
募
者
の
家
族
、
そ
の
外
、
高
爵
所
有
者
に

　
　
無
か
つ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
故
に
こ
の
傭
賃
の
み
で
は
、
憺
　
　
限
つ
て
許
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
政
府
か
ら
人
民
に
封
し
て
特
に
恩
、

　
　
税
能
力
を
産
み
出
す
鯨
裕
は
な
い
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
公
役
の
代
役
　
　
典
を
賦
與
す
る
と
言
う
性
質
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
一
体
、
漢
代

　
　
に
は
何
う
し
て
も
課
税
勤
象
者
た
る
正
丁
が
當
ら
ね
ば
な
ら
な
い
性
　
　
に
お
い
て
は
、
二
十
等
爵
の
第
九
級
た
る
五
伏
夫
に
至
つ
て
始
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
げ

　
　
質
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
傭
賃
に
も
自
ら
本
八
の
納
税
負
憺
と
’
　
　
一
入
を
復
除
す
る
こ
と
が
出
來
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
庶
民
へ
の

　
　
の
關
係
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
女
徒
の
　
　
賜
爵
の
際
に
は
五
大
夫
に
上
乃
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
つ

　
　
採
薪
螢
働
の
代
人
の
場
合
の
様
な
課
視
野
象
奢
で
な
い
者
の
例
と
同
　
　
て
、
五
大
夫
に
な
る
こ
と
、
即
ち
一
人
を
復
除
さ
れ
る
特
権
を
獲
得

鰯
　
等
に
論
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
　
，
　
・
　
噛
　
　
　
．
　
　
す
る
こ
と
は
容
易
の
業
で
は
な
か
つ
た
。
文
帝
の
時
、
費
爵
令
が
施
㌧



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幼
、
　
　
　
　
，

4
2
@
行
さ
れ
、
五
大
夫
を
買
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
か
ら
は
、
’
高
い
代
便
を
　
　
爵
の
こ
と
で
六
縣
を
削
除
さ
れ
て
い
る
。
天
子
の
人
民
直
接
支
配
の

4　
　
支
梯
つ
て
ま
で
五
大
夫
と
な
つ
て
冤
役
の
特
椹
を
獲
得
す
る
者
多
く
、
　
体
制
を
端
的
に
示
す
も
の
は
爵
制
で
あ
る
。
周
で
は
爵
が
世
襲
的
身

　
　
武
帝
の
時
に
は
「
民
多
く
買
い
復
し
て
五
大
夫
千
夫
に
及
ぶ
。
…
徴
嚢
　
　
分
を
意
味
す
る
も
の
で
、
庶
民
の
關
わ
る
所
で
な
か
つ
た
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
助

　
　
之
士
ρ
釜
々
鮮
し
」
と
言
つ
た
歌
態
に
立
到
つ
た
位
で
あ
る
。
こ
れ
　
　
秦
で
は
軍
功
に
慮
じ
て
人
民
に
も
爵
を
與
え
た
。
後
に
軍
功
の
み
に

　
　
に
よ
つ
て
見
る
も
、
樒
役
免
除
の
特
権
が
人
民
に
と
つ
て
如
何
に
魅
　
　
拘
ら
す
、
國
家
に
功
螢
あ
る
者
に
は
全
て
爵
を
與
え
る
と
言
う
意
昧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
　
力
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
か
貸
分
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
五
大
　
　
か
ら
、
秦
始
皇
帝
四
年
、
入
粟
拝
爵
が
行
わ
れ
て
い
る
。
漢
で
も
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
劾

　
　
夫
の
爵
を
買
う
に
は
三
十
萬
鏡
以
上
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
　
　
れ
を
襲
用
し
、
馳
粟
の
み
な
ら
す
゜
奴
隷
金
銭
を
納
入
し
て
拝
爵
す
る
様

　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
而
し
五
大
夫
と
な
つ
て
樒
役
を
菟
れ
る
こ
と
は
、
本
人
一
生
涯
の
　
　
に
な
つ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
」
、
　
　
津
　
’
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

　
　
完
全
な
人
格
的
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
三
十
萬
銭
の
　
　
　
秦
熔
は
有
爵
者
は
無
爵
者
を
役
使
す
る
こ
と
が
出
卒
た
。
漢
で
は
二

　
　
代
償
は
高
い
に
し
て
も
、
當
時
の
肚
會
と
し
て
は
當
然
の
こ
と
で
あ
　
　
官
吏
が
庶
民
を
使
役
し
た
こ
と
が
後
漢
書
郡
國
志
に
出
て
い
る
。
　
　
6
6
，

　
　
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
間
相
互
の
私
の
雇
傭
關
係
で
は
賃
金
を
支
梯
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
一

　
　
　
漢
代
で
は
國
家
に
大
事
あ
る
場
合
、
戸
主
一
般
に
野
じ
て
賜
爵
し
　
　
こ
の
際
の
標
準
賃
金
は
、
前
述
し
た
様
に
一
ヶ
月
三
百
鎮
で
あ
つ
た
。

　
　
て
い
る
例
が
相
當
あ
る
。
後
漢
に
な
る
と
特
に
著
し
い
。
こ
め
賜
爵
　
　
而
し
公
役
と
し
て
の
更
卒
の
代
役
の
場
合
は
何
う
か
。
天
子
が
人
民

　
　
の
目
的
は
何
虚
に
あ
る
か
。
罪
あ
る
者
も
爵
を
與
え
て
減
罪
し
て
國
　
　
に
爵
を
與
え
る
こ
と
自
体
が
、
奴
隷
化
を
防
止
し
て
樒
役
に
使
用
す

　
　
家
の
役
に
使
用
す
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
賜
爵
は
人
民
を
天
子
の
　
　
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
爵
は
天
子
が
人
民
支
配
を

　
　
直
接
支
配
下
に
置
い
て
、
天
子
と
人
民
と
の
間
に
第
三
者
の
介
在
す
　
　
貫
徹
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

　
　
る
こ
と
を
許
さ
な
い
意
圖
の
あ
る
こ
と
が
分
る
。
下
級
の
爵
は
こ
う
　
　
　
漢
奮
儀
に
は

　
　
し
た
所
た
立
派
な
機
能
を
果
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
秦
制
二
十
爵
、
男
子
爵
を
賜
う
て
h
級
以
上
な
れ
ぽ
、
罪
有
る
も

　
　
　
爵
は
天
子
の
み
の
権
限
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
膠
西
王
印
窓
責
　
　
　
以
て
減
す
。
年
五
十
六
な
れ
ば
冤
じ
無
爵
に
し
て
士
伍
と
な
る
℃



　
　
と
述
べ
・
爵
を
賜
わ
れ
ば
罪
を
減
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
　
　
は
、
一
寸
、
話
が
う
ま
す
ぎ
る
。
漢
書
の
服
虜
、
説
の
場
合
は
三
百
銭

　
　
五
洋
五
嚢
で
の
こ
と
で
あ
る
。
詰
り
正
丁
の
期
間
中
吻
こ
と
で
あ
で
更
卒
が
免
れ
ら
れ
る
捲
読
明
し
て
あ
る
が
、
こ
れ
噸
王
國
の

　
　
る
詞
然
ら
儂
爵
は
天
子
の
人
民
使
役
の
便
宜
の
た
め
に
與
え
る
も
の
　
　
特
殊
例
で
、
漢
代
の
一
般
原
則
と
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
コ

　
　
で
あ
る
。
、
即
ち
賜
爵
は
人
民
が
天
子
以
外
の
者
に
隷
属
す
る
こ
と
を
　
　
　
民
爵
が
役
制
と
深
い
關
連
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た

　
　
阻
止
し
て
・
天
子
の
直
接
支
配
下
に
繋
縛
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
瓦
　
　
が
、
贋
罪
の
場
合
屠
ど
下
級
の
爵
を
買
う
に
は
一
級
の
頁
千
鈍
乃
至

　
　
骭
ｩ
繁
ら
考
え
る
と
二
ヶ
月
の
睾
は
正
卒
以
外
の
全
正
丁
の
二
千
鐘
で
あ
つ
た
脚
器
の
場
合
は
勿
簸
府
に
入
金
す
る
の
で
あ

　
　
當
然
の
義
務
と
し
て
・
如
何
な
る
理
由
あ
る
に
せ
よ
履
行
せ
ね
ば
な
　
　
る
が
、
人
民
が
爵
を
萱
る
と
誉
口
う
事
例
が
漢
書
嚴
助
傳
に
見
え
る
。

　
　
ら
ぬ
。
然
る
に
漢
代
で
は
金
を
出
し
て
他
人
に
代
役
せ
し
め
て
も
可
　
－
　
間
者
歎
年
。
歳
比
り
に
登
ら
す
。
民
、
爵
を
費
り
、
贅
子
し
て
、

　
　
い
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
そ
の
際
の
賃
金
が
一
ケ
月
二
千
銭
で
あ
つ
　
　
　
以
て
衣
食
を
接
せ
ん
こ
と
を
待
つ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
た
・
肇
の
場
合
は
三
日
間
の
代
役
賃
が
ゴ
一
百
鍍
で
あ
つ
た
・
法
外
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
▽
亘
與
え
た
爵
を
政
府
餐
取
り
碑

　
　
ﾉ
高
榛
だ
が
公
役
の
籍
上
・
あ
り
得
べ
窪
と
で
あ
る
・
と
言
て
呉
築
ば
誠
に
好
都
A
・
で
あ
る
が
、
こ
ん
な
こ
と
は
有
－
得
な
い
。
【

　
　
う
の
も
成
卒
の
國
家
か
ら
受
け
た
手
當
が
三
萬
鐘
で
あ
つ
た
こ
と
が
こ
れ
は
何
う
し
て
も
民
間
で
の
爵
の
萱
買
と
解
繹
さ
れ
る
。
爵
は
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
後
漢
書
に
見
え
る
御
こ
れ
は
漢
書
刑
法
志
に
、
河
川
の
治
水
工
事
の
　
　
子
の
権
限
内
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
も
し
民
間
で
費
買
出
來
る
と

　
　
樒
役
螢
働
に
從
事
し
て
い
る
者
に
封
し
、
支
梯
わ
れ
た
一
ケ
月
の
賃
荏
、
否
、
そ
の
様
な
こ
と
が
成
立
す
る
と
荏
、
身
を
費
つ
て
奴

　
　
金
額
を
二
千
鏡
と
読
明
し
た
如
淳
の
読
と
關
連
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
　
蒜
と
な
る
場
合
か
、
他
に
使
役
さ
れ
る
場
合
か
の
何
れ
か
に
限
ら
れ

　
　
漢
書
刑
法
志
の
場
合
は
國
家
の
法
定
責
任
額
を
超
え
る
径
役
に
樹
し
　
　
る
。
何
れ
に
し
て
も
か
x
る
際
に
は
國
家
の
干
渉
が
絆
つ
た
こ
と
で

　
　
て
、
賃
金
が
支
梯
わ
れ
る
際
の
標
準
賃
金
の
額
（
卒
賞
）
を
意
味
す
　
　
あ
ろ
う
。
贋
罪
の
た
め
に
下
級
の
爵
を
買
う
場
合
、
　
一
級
淋
二
千
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
る
か
ら
で
あ
穐
。
と
に
か
く
・
漢
代
の
私
の
雇
傭
關
係
の
際
の
標
準
　
　
乃
至
一
千
鏡
で
あ
つ
た
こ
ど
と
、
更
卒
の
代
役
が
二
千
鈍
で
あ
つ
た
．

齢
　
賃
金
で
あ
つ
た
三
百
鍍
で
径
役
を
冤
れ
る
こ
と
が
出
來
る
と
言
う
ρ
　
　
こ
と
と
は
、
何
か
關
蓮
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。



姐
　
　
漢
代
の
径
役
制
度
に
關
す
る
如
淳
読
の
内
容
を
以
上
の
様
な
背
後
　
、
　
⑤
算
賦
は
＋
五
歳
以
上
五
＋
五
歳
ま
で
の
男
子
が
納
入
す
る
も
σ
で
、
そ

　
　
の
諸
事
情
と
睨
み
合
わ
せ
た
場
合
、
相
當
の
眞
實
性
を
持
ち
得
る
も
　
　
　
　
の
税
牽
は
漢
代
を
通
じ
て
鍵
ら
な
か
つ
た
。
爾
お
史
林
。
第
四
巻
第
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ

　
　
ﾌ
と
考
え
る
の
で
一
慮
の
辮
護
を
試
み
た
積
り
で
あ
秘
。
　
　
　
，
・
　
　
　
　
號
。
に
加
藤
繁
博
士
は
「
算
賦
に
つ
い
で
の
小
研
究
」
な
る
論
文
を
獲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
さ
れ
、
算
賦
の
税
率
に
種
々
攣
遷
の
あ
つ
た
こ
と
を
蓮
べ
て
い
ら
れ
，

　
　
@
附
s
器
購
讐
雛
舘
騨
慷
勅
雛
鋒
、
・
る
が
．
余
の
萎
結
果
、
漢
代
蓮
て
憂
化
の
奎
と
藝

　
　
　
　
　
色
々
の
貼
で
、
多
大
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。
　
　
　
　
　
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
龍
谷
史
壇
、
第
三
六
號
↓
拙
稿
「
漢
代
農

　
　
　
①
牽
の
屯
戌
及
び
力
役
を
免
除
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
記
載
は
何
；
レ
　
’
村
肚
會
，
ζ
重
嚢
説
」
三
の
B
、
護
課
税
の
性
格
－
箆
算
賦
の
．

　
　
　
　
　
見
當
ら
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
額
に
つ
い
て
ー
（
昭
二
七
年
二
月
）
を
見
ら
れ
た
い
。
尚
お
こ
の
際

　
　
　
②
買
誼
、
新
書
、
圏
遠
第
二
十
二
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漢
代
の
米
便
を
一
石
八
、
九
十
銭
と
し
て
お
い
た
が
、
本
論
で
は
宇
都

　
　
　
③
更
賦
の
金
額
は
大
し
た
も
の
で
は
な
い
。
五
井
直
弘
氏
が
富
力
あ
る
者
　
　

宮
清
吉
氏
の
設
に
よ
つ
て
訂
正
を
し
涜
。
塵

　
　
　
　
　
で
な
け
れ
減
出
せ
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
行
過
で
あ
る
・
歴
史
學
研
究
沸
　
⑥
宇
都
宮
清
吉
氏
、
西
漢
時
代
の
都
市
に
つ
い
て
。
東
方
學
、
第
二
輯
。

　
　
　
　
　
西
六
號
・
三
六
頁
・
　
　
圃
　
　
　
　
　
⑦
關
野
雄
氏
・
中
國
嘉
丈
化
め
一
性
格
・
東
塵
・
第
二
輯
・
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
@
④
漢
初
に
お
い
κ
、
田
租
の
馨
は
色
々
と
難
を
輕
た
の
で
あ
る
が
、
　
③
漢
書
二
四
上
、
雀
志
上
、
要
め
大
麿
者
、
積
貯
倍
息
、
…
其
補

　
　
　
　
　
結
局
三
十
一
之
税
、
郎
ち
牧
穫
の
三
十
分
の
一
を
税
と
し
て
納
入
す
る
　
’
　
　
　
富
厚
に
因
つ
て
王
侯
と
交
通
す
。

　
　
　
　
　
こ
と
に
落
着
い
た
の
で
あ
る
。
武
帝
以
前
に
は
百
歩
一
畝
と
し
て
、
「
　

⑨
史
記
、
＝
一
九
、
貨
殖
傳
、
「
呉
楚
七
國
の
兵
起
る
。
時
に
長
安
中
の

　
　
　
　
　
戸
當
耕
作
面
積
百
畝
の
牧
穫
は
百
五
十
石
で
あ
り
、
十
一
之
税
は
十
五
　
　
　
　
　
列
侯
封
君
、
行
て
軍
族
に
從
う
。
子
鏡
を
齎
貸
す
。
…
…
唯
無
塩
氏
の

　
　
　
　
　
石
に
な
る
が
、
（
漢
書
巻
二
四
上
。
食
貨
志
。
）
武
帝
以
後
二
百
五
十
歩
　
　
　
　
み
千
金
を
出
絹
し
、
貸
す
。
そ
の
息
之
を
十
に
す
。

　
　
　
　
　
を
一
畝
と
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
一
家
族
の
耕
作
面
積
は
李
均
七
〇
畝
、
　
⑩
漢
書
、
食
貨
志
上
。

　
　
　
　
　
一
畝
の
収
穫
は
李
均
三
石
（
後
漢
書
七
九
。
　
仲
長
統
傳
。
）
総
牧
穫
高
　
　
　
⑪
關
野
雄
氏
、
「
漢
初
の
交
化
に
お
け
る
職
國
的
要
素
」
（
和
田
博
士
論
叢
，

　
　
　
　
　
は
二
百
十
石
と
な
つ
た
。
そ
こ
で
三
十
一
之
税
は
七
石
と
な
る
。
漢
代
　
　
　
　
　
所
牧
）

　
　
　
　
　
の
穀
贋
に
つ
い
て
宇
都
宮
清
吉
氏
は
綾
漢
志
百
官
受
奉
例
考
、
同
再
論
　
　
　
⑫
布
目
潮
瀕
氏
、
「
前
漢
の
諸
侯
王
に
關
す
る
二
三
の
考
察
、
」
西
京
大
學

　
　
　
　
　
（
東
洋
史
研
究
、
五
の
四
。
及
び
＝
の
三
）
に
お
い
て
漢
代
の
米
一
　
　
　
　
　
々
術
報
告
、
人
交
、
第
三
號
。
氏
は
漢
代
で
は
臭
楚
七
國
の
飢
以
前
に

　
　
　
　
　
石
の
便
格
を
大
体
士
一
鏡
と
推
定
し
て
い
ら
れ
る
。
今
こ
れ
に
從
つ
て
　
　
お
い
て
も
、
諸
侯
王
に
嚢
兵
権
の
な
か
つ
た
こ
と
を
は
じ
め
、
種
々
の
　
．

　
　
　
　
　
計
算
す
る
と
、
七
石
の
便
は
四
九
七
鏡
と
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
約
の
あ
つ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，



5

⑬
漢
書
、
　
一
下
、
高
帝
紀
、
十
二
年
春
三
月
の
詔
、
其
れ
功
あ
る
者
は
上
　
♪
　
⑳
漢
書
二
四
下
、
食
貨
志
下

　
　
は
王
に
致
し
、
次
は
列
侯
と
爲
し
、
皆
自
ら
吏
を
置
き
賦
赦
す
る
を
得
　
　
　
⑳
漢
書
巻
一
〇
。
成
帝
永
始
二
年
二
月
の
詔
。
「
三
十
萬
呂
上
。
爵
五
大
，

　
　
し
む
。
、
　
、
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
夫
を
賜
う
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

⑭
漢
二
四
、
食
貨
志
上
、
「
急
政
暴
虐
、
賦
敷
息
ま
す
、
…
…
。
」
　
　
　

⑳
漢
書
、
三
五
、
荊
燕
呉
傳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
漢
書
三
五
、
荊
燕
呉
傳
、
「
（
臭
）
銅
塩
を
以
て
の
故
に
百
姓
賦
無
し
、
　
　
　
⑳
史
記
、
六
、
秦
始
皇
本
紀
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

　
　
…
…
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
商
子
境
内
篇
、
°
有
爵
者
は
無
爵
者
を
乞
い
て
呂
て
庶
子
と
爲
す
。
…
…

⑮
漢
書
二
四
、
食
貨
志
上
、
是
に
於
て
、
丈
帝
錯
の
言
に
從
い
、
民
を
し
　
　
　
「
　
其
庶
子
、
其
大
夫
に
役
せ
ら
る
玉
こ
と
月
に
六
日
。

　
　
て
粟
を
邊
に
入
れ
し
む
。
六
百
石
は
爵
上
造
、
稽
層
し
て
四
千
石
に
至
　
　
　
＠
史
記
、
七
、
項
弱
本
紀
、
引
、
漢
儀
註
、
民
、
年
二
十
三
を
正
と
爲
す
。

　
　
れ
ば
五
大
夫
と
爲
す
。
萬
二
千
石
な
れ
ば
大
庶
長
と
爲
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
歳
は
衛
士
と
爲
り
、
　
一
歳
は
材
官
騎
士
と
な
る
。
…
…
又
曰
く
、
年

⑯
栗
原
朋
信
氏
が
「
西
漢
の
官
民
爵
に
つ
い
て
」
（
史
観
’
二
二
、
三
冊
）
　
　
　
　
　
五
十
六
を
哀
老
と
す
。
乃
ち
免
を
得
て
庶
民
と
爲
り
、
田
里
に
就
く
。

　
　
の
中
で
「
五
大
夫
の
欝
を
官
民
の
境
界
と
す
る
雨
漢
を
通
じ
て
の
欝
制
　
　
　
⑳
後
漢
書
、
二
、
明
帝
紀
、
永
李
元
年
七
月
の
條
、
乱
士
卒
を
募
つ
て
朧
右

　
　
は
こ
の
時
に
始
ま
る
」
と
さ
れ
る
見
解
は
正
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
戌
す
。
鏡
人
ご
と
に
三
萬
を
賜
う
。

⑰
何
れ
も
、
史
記
三
〇
、
李
準
書
に
詳
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
⑭
前
出
（
本
文
）
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
　
一

⑱
賞
誼
、
薪
書
、
屡
遠
、
第
二
十
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゜
　
　
　
魎
更
卒
の
免
役
銭
、
　
一
ケ
月
ご
噌
百
銭
に
つ
い
て
勢
転
氏
は
、
漢
簡
の
銭
穀
　
　
6
9

⑲
漢
書
二
四
、
上
、
食
貨
志
、
上
　
　
　
　
レ
　
　
　
　
　
　
類
で
は
「
最
低
の
俸
は
毎
月
三
百
鏡
」
で
あ
り
、
又
「
就
鏡
三
百
」
の
鄭
一

⑳
漢
で
は
秦
制
を
採
用
し
た
と
言
つ
て
も
、
屯
戌
は
全
國
よ
り
徴
集
し
、
力
　
　
　
一
條
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
服
凄
の
様
に
毎
月
三
百
銭
と
す
る
の
が
正
し

　
　
役
は
直
轄
地
の
民
は
政
府
に
、
王
國
の
民
は
王
府
に
赴
い
た
で
あ
ろ
う
。
　
　
く
、
從
つ
て
こ
れ
を
立
演
の
根
擦
と
落
濱
暴
を
定
設
と
し
て
い
る
。

⑳
漢
書
、
三
五
、
英
王
傳
、
註
引
　
薩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勢
韓
氏
、
前
掲
論
丈
、
参
論
赫
役
、
乙
更
有
三
品
的
問
題
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

㊥
漢
書
巻
二
〇
。
準
帝
紀
。
元
始
元
年
六
月
。
「
天
下
a
女
徒
。
巳
に
論
　
　
　
⑳
漢
書
、
二
、
恵
帝
紀
、
恵
帝
元
年
の
條
の
磨
勧
註
で
は
一
級
の
便
が
二

　
　
じ
て
家
に
録
る
。
顧
山
鏡
月
に
三
百
。
」
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
千
鏡
、
成
帝
の
鴻
嘉
三
年
の
條
に
は
一
級
の
便
が
千
鏡
と
な
つ
て
い
る
。

⑭
漢
書
巻
七
。
昭
帝
紀
。
元
鳳
四
年
註
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
今
は
下
級
の
爵
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、
上
級
の
爵
の
便
は

⑳
　
東
洋
學
報
。
　
一
九
の
三
。
三
八
三
頁
i
三
八
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
外
に
置
く
。
二
千
銭
と
千
鏡
の
差
は
喪
爵
の
影
響
に
よ
つ
て
値
が
下

⑳
漢
書
巻
三
五
。
°
呉
王
溝
傳
。
「
其
の
居
國
。
銅
塩
を
以
て
の
故
に
。
百
　
　
　
　
　
つ
た
と
す
る
蘇
輿
（
漢
書
補
謎
）
の
説
が
正
し
か
ろ
う
。

　
　
姓
賦
無
し
。
卒
の
践
更
に
は
軌
ち
卒
頁
を
予
う
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
更
卒
の
免
役
鏡
二
千
鏡
と
言
う
如
淳
読
を
諸
種
の
事
惜
か
ら
、
眞
實
性

⑳
漢
書
春
二
四
上
。
食
貨
志
。
「
民
を
し
て
粟
を
入
れ
。
爵
を
拝
せ
し
む
。
　
　
　
　
の
あ
る
も
の
と
考
え
た
が
、
私
自
身
と
し
て
も
此
問
題
に
つ
い
て
は
未

　
　
五
大
夫
以
上
に
至
れ
ば
。
廼
ち
一
人
を
復
す
耳
。
…
…
丈
帝
、
錯
の
言
　
　
　
　
　
だ
確
信
を
持
つ
に
は
至
つ
て
い
な
い
。
但
、
　
一
ケ
月
三
百
銭
で
更
卒
の

幽
　
　
　
　
に
從
う
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
役
が
他
人
に
交
代
t
て
貰
え
た
と
言
う
設
に
は
、
賛
成
出
來
な
い
。



Corvee under Han

Genyu Nishimura

The author distinguishes between the corvee systems of Ch'in and

Han. In spite of the fact that the corvee system underwent a marked

change in 167 B. C. in the reign of Emperor Wen of Former Han, the,

fact has been hitherto almost entirely overlooked. The author tries to

reconstruct the Ch'in corvee system from various sources. In the

sense that these two ancient empires were despotic in their constitution

there was no essential difference between their system of government,

but Han succeeded in melting feudalistic residues of the Chan-kuo

period into her ow!). system, while \Ch'in failed. in doing so due to the

short period of her rule. Moreover, Ch'in failed in taking local

differences into consideration in establishing' her institutions. In the

author's view the reign of Emperor Wen' is significant in the Sense

that it represents renovation of the feudalistic taxation system and of

the uniform and artificial system of local administration. ~
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